
制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

1 令和7年6月25日 令和7年7月18日
自動車登録申請書の合理
化

申請人が所有者となる自動車登録申請
において、申請書の所有者欄に氏名及
び住所コードを記入すれば、申請人欄
への氏名住所の記入を不要とする。

自動車登録申請書には所有者が変更になった場合に氏名と住所コードを記入
する欄があるが、その欄に加えて同じ用紙の申請人欄にも氏名住所の記入が
求められる。所有者による申請であることは明らかであるにも関わらず、同一内
容を記入させるのは無駄であるので改めるべきである。

個人 国土交通省

自動車の所有者を変更するための移転登録の手続きでは、自動車登録規則第５条第２項に基
づき、申請書に「申請人の氏名又は名称及び住所」を記載しなければならないこととされていま
す。また、同項では移転登録により変更となった事項についても記載を求めているため、「所有
者の氏名及び住所」の記載も必要となります。

自動車登録規則（昭
和45年運輸省令第７
号）第５条第２項

対応不可

・未成年や成年被後見人の名義で自動車を登録する場合、「申請人の氏名又は名称及び住所」
の欄に親権者や成年後見人の氏名及び住所を記載する必要があります。このように、所有者と
申請者が異なる場合があるため、ご要望へ対応することは困難です。
・なお、国土交通省が公表する「自動車検査登録総合ポータルサイト」における申請書作成サー
ビスを利用いただいた場合、所有者の氏名、住所と申請人の氏名、住所などの記載内容が重複
する箇所について一度入力した内容をワンクリックで別の欄に反映することが可能であり、同一
内容を複数回入力する必要はございません。
・また、自動車登録のオンライン申請システム「自動車保有関係手続ワンストップサービス
（OSS）」をご利用頂けば、OCRシートを作成することなく申請が可能です。

2 令和7年6月25日 令和7年7月18日
車検証が親書に該当する
かを明確にする

ICチップ内データの書き換えのみを行っ
た電子車検証について、信書に該当し
ないことを明確にする。

総務省は信書に関するQAにおいて
車検証は、運輸支局等が自動車の所有者に対して、登録された自動車が保安
基準に適合していること及び記載された所有者が所有権を有しているという事実
を通知したり、意思を表示する文書であり、信書に該当します。
　一方、自動車の所有者が受領した後においては、その車検証による事実の通
知や意思の表示が既になされた後であるため、その原本もコピーも、信書に該
当しません。
としているが、車検証は既にICチップ入りとなっており、いわゆる車検である継続
検査ではICチップ内のデータのみを更新して返却している。よって書面による情
報の通知は一切行われていない。取り扱いを明確にするべきである。

個人
総務省

国土交通省

　郵便法第４条において信書は特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知
する「文書」とされています。
　車検証は、国土交通省から自動車所有者・使用者に対して、当該自動車が検査日における自
動車保安基準に適合していること等を証明する文書であり、信書に該当します。継続検査の際
の電子車検証であっても、自動車が検査日における自動車保安基準に適合していること等を証
明するという意思の表示・事実の通知を行う文書の性質に変わりはありません。

郵便法第４条 事実誤認
　電子車検証は、制度の現状欄に記載のとおり、従前のものと記載が同一であったとしても、改
めて意思の表示・事実の通知を行う意味のある文書であることから、郵便法第４条の特定の受
取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書であり、信書に該当します。

3 令和7年6月25日 令和8年1月21日
250426ZZ33[2/4]相続人
以外に対する遺贈でも登
記識別情報を不要とする

共同申請による遺贈の所有権移転登
記申請には、登記識別情報の提供が必
要である。／これは、形式的には権利
に関する共同申請の通則〔不登法22
条〕として提供しなければならず、実質
的には「当該遺贈に関し、遺言執行者
が行うその登記申請の真正を担保、保
証しようとするものである」〔不動産登記
総覧書式編＜1＞p1442〕。／ところで登
記申請の真正性とは、壱．登記義務者
が登記名義人であることと、弐．当該原
因事実には登記しない合意があるなど
の事情がなく登記申請が原因事実に基
づく登記を求める行為であることの2つ
の意味だろう。／いずれにしても、登記
名義人の意思を確認する点にある。／
他方、受遺者が単独申請する場合では
共→

→同申請でないことから〔法63条3項〕,登記識別情報の提供が不要になる。/し
かし,受遺者の単独申請でも,それ以外の共同申請による場合でも実質的な登記
義務者は遺言者であり,その登記申請意思は遺言書に表示された内容で確認す
るしかない。/遺言執行者は登記原因証明情報たる遺言書を作成した遺言者の
意思に反することはできず,実質的な申請人の意思は遺言書にある。/したがっ
て,共同申請による遺贈の所有権移転登記についても,遺言書の真正性が認め
られる限りで実質的申請人の申請意思が確認されるから,登記識別情報の提供
を不要とすべきである。/公正証書遺言及び法務局が保管していた自筆証書遺
言については,登記名義人の本人性が確認されその意思が明確にされているこ
とから,登記申請意思の確認が重複している。/実質的な義務者代理人の意思を
確認しても意味がない。/仮に当該遺言書以降の遺言書があったとしても,その
登記申請の真正性は相続人を受遺者とする所有権移転登記と同じである。/提
供された登記識別情報自体は,何も証明していない。/そうであれば,法60条が共
同申請の原則を定め,個別的にその例外を定めるように,法22条が共同申請にお
ける登記識別情報の提供の原則に対して,遺贈による所有権移転登記を例外と
して規定すればよい。/共同申請という枠組みが登記識別情報の提供を規定し
ているのは,登記義務者の申請意思を確認するために,権利取得時に交付され
た,割符としての権利証を提示させることでその申請意思を確認するという,原始
的な方法を採用しているからだ。/ならば,権利証を受け取っていない他人に権
利証の提出義務を課す点でも矛盾している。

商業登記ゲン
ロン

法務省

不動産登記法（平成16年法律第123号）第22条によれば、権利に関する登記の共同申請をする
ときは、申請人は、申請情報と併せて登記義務者の登記識別情報を提供しなければなりませ
ん。なお、相続人に対する遺贈による所有権の移転の登記は、単独で申請することができるとさ
れています。

不動産登記法第22
条、第63条第3項

対応不可

不動産登記法において共同申請の原則が採用されているのは、登記をすることにより直接不利
益を受ける者が権利に関する登記を申請していることをもって、その登記の真正性を担保するた
めの措置の一つと位置付けられているためです。相続人に対する遺贈は、遺言の内容に基づい
て被相続人から相続人に対して権利の移転が生ずるという点では、特定財産承継遺言と同様の
機能を有するものであり、特定財産承継遺言の場合のように、登記原因を証する情報として遺
言書が提供されるのであれば、その登記の真正性は、相続による所有権の移転の場合と同程
度に担保されます。他方、相続人以外に対する遺贈は、特定財産承継遺言と同様の機能を有し
ないため、原則どおり、登記識別情報を提供する共同申請による必要があります。

4 令和7年7月23日 令和7年8月25日

250503ZZ39[4/4]民間の
申請書作成サービスと提
携して、入力情報のオンラ
イン提供を可能に

法務省は、経済産業省を介した民間事
業者からの照会に対して、プログラムを
利用した登記申請書のオンライン作成
サービスは司法書士法の独占業務規
定に抵触しないと回答した。／この種の
サービスはいくつかあり、主に商業登記
が多いらしい。／特に、会社設立登記
申請は、オンライン会計サービスを提供
する事業者が各種行政手続の申請書
を無料で一括して作成できるとし、その
利便性を競っている。／会計ソフトを利
用する予定であれば、このサービスを
利用したほうが便利だろう。／しかしそ
の一方、このようなサービスは行政手
続のオンライン化を進める政府の取組
みの障害にもなりかねない。／利用者
がオンラインでデータを入力しても、最
終的には→

→プリンタで印刷して押印した申請書を行政機関に提出するため、行政機関は
紙の手続として処理するしかないからである。／要するにこの構図は、政府のオ
ンライン手続が利用しにくいために、民間事業者がより使いやすいサービスを提
供して、利用者がそちらに流れた結果として、行政が非効率になるという部分最
適である。／政府は、技術と予算と熱意の点で、民間事業者との競争に勝てな
い。／そこで、政府がこうしたオンラインサービスと提携し、利用者から送信され
た情報から申請書を作成したデータを行政機関のオンラインシステムに送信で
きるよう、すり合わせを行えばよい。／電子署名が必要なら、サービス提供会社
に電子署名させる。／さらに申請人の本人認証プロセスを組み込んで正規のオ
ンライン申請と同等に扱うか、登記手続のQRコード申請のようにデータ送信の
み認めるかは別途検討すればよい。／いずれにせよ、この提携により政府は書
面申請の自動処理が可能になるし、サービス利用者も処理状況をオンラインで
確認できるなど、オンライン手続の恩恵を受けられる。／「デジタル・ガバメント実
行計画」にも、「第７条　利用者の日常体験に溶け込む」に、「既存の民間サービ
スに融合された形で行政サービスの提供を行うなど、利用者が日常的に多くの
接点を持つサービスやプラットフォームとともにサービスが提供されるような設計
を心掛ける」とある。／それって、こういう意味じゃないんですかね？／送信まで
すれば司法書士法に違反するという形式論はどうでもいい。／縦割り110番では
そうした回答が散見されるが、「規制・制度の見直し」を提案することが縦割り
110番の目的ではなかったか。

商業登記ゲン
ロン

法務省

登記・供託オンライン申請システムでは、申込みがあった民間事業者にAPI連携に係る仕様書を
公開しており、このAPI連携により、民間事業者が提供するソフトウェアにおいて作成したデータ
を登記・供託オンライン申請システムに送信することが可能となっています。
また、複数の民間事業者製ソフトウェアを用いて申請がされていることを確認しております。

なし 対応
引き続き民間事業者に対して、今後、登記・供託オンライン申請システムの改修や機能追加を行
う場合には適時適切にAPI連携に係る仕様書を公開してまいります。

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

備考提案理由
提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果

提案の具体的内容
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提案事項番号
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5 令和7年7月23日 令和7年9月19日
JPEA代行申請センターの
対応が遅すぎるので改善
を求める。

太陽光発電設備についての諸手続きの
申請窓口である、再生可能エネルギー
電子申請について、申請から完了まで
２週間を目途とするべきである。
また、これができないのであれば、資源
エネルギー庁は受託会社を変えるべき
である。

太陽光発電設備についての諸手続きの申請窓口である、再生可能エネルギー
電子申請を行っているが、審査に時間がかかりすぎる。
太陽光発電設備設置者に相続が発生し、令和７年１月下旬に申請をしたところ、
これに不備があるとして補正連絡があったのが、３月末と実に２ヵ月の期間を要
した。
一方、この補正連絡には、２週間以内に対応しなければ取下げたものと見做す
との一文も添えられている。
その補正期間については妥当であると思う一方、審査期間が異常な長さであ
る。担当部署からは、申請が多いと聞いたが、それであるならば、早くできるよう
に人員を増員するなどの対応をするべきである。
JPEA代行申請センターは委託を受けた会社であるが、ここが対応できないので
あれば、資源エネルギー庁として、受託会社を変える責任がある。

個人 経済産業省
太陽光発電設備の場合、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第９条第
１項に基づく再生可能エネルギー発電事業計画の認定の標準処理期間は３ヶ月です。

再生可能エネルギー
電気の利用の促進に
関する特別措置法

検討に着手

太陽光発電設備の場合、再エネ特措法に定める認定基準に基づき、事業者の方から提出され
る多くの申請書類を厳格に審査する観点から、慎重な確認作業を行なっており、この確認作業
に要する時間を鑑み認定までの標準処理期間を３ヶ月と設定しております。このため標準処理
期間自体の短縮は難しく、ご要望にあります２週間を目途とした審査については実現が困難で
はありますが、JPEA代行申請センターにおいては、繁忙期の人員強化等審査の円滑化を図る
ための工夫を既に行っているところです。引き続き審査のより一層の円滑化の観点から、どのよ
うな対応・工夫が可能か検討してまいります。

6 令和7年7月23日 令和7年8月25日
再生可能エネルギー電子
申請に不備がある場合の
理由の開示について

再生可能エネルギー電子申請に不備
がある場合、その補正連絡について、
その補正の理由について詳細に開示す
るべきである。

再生可能エネルギー電子申請に不備がある場合、その補正連絡は、必要となっ
ているので、提出してくださいとのメール連絡しかない。
窓口のその理由を尋ねたところ、資源エネルギー庁が定めたものがそうなって
いるので、なぜその補正が必要なのかわからないと言った回答があった。一方、
資源エネルギー庁に確認をしたところ、JPEA代行申請センターにおいて判断さ
たものとの発言もあった。
再生可能エネルギー電子申請は資源エネルギー庁が管轄であるところ、行政
処分であれば、その理由は開示されなければならない。
補正連絡もこれに従わなければ取下げたものとみなされる以上、行政処分であ
る。よって、補正理由についても詳細に開示されるべきである。

個人 経済産業省

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく再生可能エネルギー発電
事業計画の認定申請において、申請内容に不備があった際には審査当局より不備理由や必要
書類について事業者の方へ連絡することとしており、また資源エネルギー庁の各種公表資料に
おいても必要書類の詳細をお示ししております。

再生可能エネルギー
電気の利用の促進に
関する特別措置法

現行制度下
で対応可能

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく再生可能エネルギー発電
事業計画の認定申請において申請内容に不備があった際には、現在も不備理由や必要書類等
について審査当局よりお伝えしているところでございますが、ご指摘を踏まえ、JPEA代行申請セ
ンターには丁寧なご案内に努めるよう改めて伝達します。また資源エネルギー庁より公表してお
ります申請様式の記載要領等の各種公表資料も併せてお役立てください。

7 令和7年7月23日 令和7年10月21日
マイナ保険証に限度額情
報を必ず付記する

保険証利用登録を行ったマイナンバー
カード（マイナ保険証）を利用すると、受
付時の同意なく、限度額が適用され、限
度額適用認定証等の事前申請の手続
きは不要とされている。しかし、国民健
康保険で保険料の未納がある場合は、
限度額の適用情報を付記しない自治体
があり、患者や医療機関に支障が生じ
ている。これを解消するために、マイナ
保険証に限度額情報を必ず付記するこ
とを検討されたい。

　医療機関や薬局の窓口で支払う額を上限額にするために、従来は、事前に
「限度額適用認定証」の申請が必要でしたが、マイナンバーカードを健康保険証
として利用すれば、限度額適用認定情報が付記される。
　保険証利用登録を行ったマイナンバーカード（マイナ保険証）を利用すると、受
付時の同意なく、限度額が適用され、限度額適用認定証等の事前申請の手続
きは不要とされている。
　しかし、国民健康保険で保険料の未納がある場合は、限度額の適用情報を付
記しない自治体があり、患者や医療機関に支障が生じている。これを解消する
ために、マイナ保険証には、限度額情報を必ず付記することを検討されたい。

個人 厚生労働省
70歳未満の被保険者について、災害その他の特別な事情なく国民健康保険料（税）を滞納して
いる場合には、保険者と滞納世帯主等との接触機会の確保の観点から、オンライン資格確認の
際に限度額適用認定に関する情報（所得区分）を表示しないこととしています。

国民健康保険法施行
規則第二十七条の十
四の二

対応不可

制度の概要欄に記載の取扱いは、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行する以前の取扱い
（災害その他の特別な事情なく国民健康保険料（税）を滞納している場合には限度額適用認定
証を発行しない）と同様であり、保険者と滞納世帯主等との接触機会の確保の観点から、このよ
うな取扱いは今後も必要と考えていることから、ご提案のような取扱いとすることは困難です。

8 令和7年7月23日 令和7年8月25日
車検証の車体番号取り扱
いの改善

車体番号のハイフンが抜けている車検
証の取り扱いを周知し、車検証訂正に
応じる。

国産車の車体番号は型式と連番数字をハイフンで繋ぐと決められている。しか
し、古い車の車検証にはハイフンが書かれていない場合がある。これは、かつて
運輸省が改造車であることを示すためにハイフンを抜いたためである。もちろん
車両に刻印された車体番号にはハイフンが含まれている。すなわち、車検証と
車両の車体番号が異なる状態である。このことについて、国土交通省の登録事
務所に尋ねたが、「問題ない」の一点張りで根拠となる条文を示されず、訂正に
も応じなかった。ハイフンの有無が原因で、保険加入のみならず、国土交通省あ
てのOSS申請でさえエラーが起きる状態である。扱いを明記した文書を公表し、
希望者の車検証を訂正すべきである。

個人 国土交通省
　平成15年12月末日までは型式指定自動車から改造等を行った自動車になった際に、車台番
号のハイフンが記載されていた車両のハイフンの記載がなくなるといったシステム仕様が存在し
ておりました。平成16年１月からはハイフンの記載がなくなる仕様は無くなっております。

なし 対応
過去のシステムの仕様により、自動車検査証に記録された車台番号からハイフンが削除された
ものにあっては、車両の車台番号にハイフンが打刻されていることを確認し、訂正の求めに応じ
るよう各運輸支局や自動車検査登録事務所等に周知いたします。
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9 令和7年7月23日 令和7年8月25日

サイトの案内通りに手続き
すると、手続きに失敗する
【自動車保有関係手続き
のワンストップサービス】

自動車保有関係手続きのワンストップ
サービス（OSS）は、サイトの案内通りに
進めても手続きが完了せず、混乱や手
戻りが多発しています。主な原因は、手
続き上大切な事項が伝わらない点にあ
ります。利用者・行政双方が混乱してい
る現状を踏まえ、サービスの一時停止
を早急に実施すべきです。改善して再リ
リースしてください。改善提案の具体的
内容は、主語述語目的語が現実と整合
するようにする、重要事項の結論ファー
スト化、他の優良サービス（例：ねんき
んネット）に学ぶようにする、自ら操作テ
ストを行うことなどです。基本的な業務
姿勢を徹底してください。

【提案実現時の効果】ユーザー及び行政機関の双方の混乱が解消する。【提案
者の立場】私はソフトウェアエンジニアとして、開発・運用・保守に携わっており、
行政の効率化やマイナンバーカードの利用促進に賛同する立場です。【事象】
自動車の住所変更をOSSで申請したところ、必要アクションの説明がなく、手続
きが滞留していることも通知されなかった。結果、手続きの有効期限が切れ、再
申請を強いられた。【事実列挙】住民票コードの窓口での取得が必要になる場合
の説明がない・手続きの状況照会では警察が車庫証明手続き中と出るが実際
には私が陸運局に書類提出する必要がある・入力終了時に"申請完了"と出る
が実際には完了ではない・サイトトップでは"通常紙で行っている手続きをイン
ターネットでご自宅でも実施できるようにした便利なシステムです"と銘打ってい
るがそうなる場合の方がレアケースである・本クレームの調査目的で栃木県（現
居住地）と東京都大阪府で同じ問い合わせをしたが窓口担当者は３自治体とも
「OSSだとミスが多いので窓口に来ていただきたいです」と言った・手続き有効期
限が切れてもメールの通知がなく期限超過後は状況照会のログインもできなく
なる【私の考察・意見】この品質でサービスを提供するのは不適切です。サイト
の案内通りに操作しても、基本的な手続きすら正常に完了しません。ソフトウェ
ア開発の専門知識以前に、運営側が自らサービスを使って確認するなど、最低
限の確認作業を行っていないのではないかと疑われます。紙や窓口を前提とし
た制度が残るのは仕方ないにしても、せめてユーザーが誤解せず行動できるよ
う、適切な案内を行ってください。

個人 国土交通省

　自動車保有関係手続きのワンストップサービス（OSS）において、住所変更に伴う変更登録の
申請を行ったあと、各審査で申請内容の訂正が必要となった際には補正を行っていただきます
が、その場合は状況照会画面に補正の通知が表示されるほか、申請時に登録（任意）いただい
たメールアドレス宛にも同様の通知をしております。
　具体的な補正の内容及び期限日は、状況照会画面よりご確認いただけますが、同画面では、
申請者の申請状況の詳細（現在のステップにおける操作すべき対応者（申請者、運輸支局等職
員等）及び、操作すべきアクションの判別を可能とする情報）もご確認いただけます。
　また、変更登録を行う際の申請の流れなどについては、OSSポータルサイトのはじめての方の
ページに申請画面マニュアルや動画を掲載し詳細に解説しております。

なし 検討を予定

　自動車保有関係手続のワンストップサービス（OSS）においては、ポータルサイトの画面表示や
操作方法改善等の利便性向上に向けた取組が重要であると認識しております。
　これまでも、利用者の皆様のご意見を基に、OSSポータルサイトの申請画面の表現を分かりや
すく改善することや、電子車検証のICチップを読み取ることで申請に必要な情報の自動転記を可
能とする改善などを行っておりますが、今後も利用者の皆様からのご意見を踏まえながら、さら
なるサービスの向上に努めてまいります。

11 令和7年8月26日 令和7年9月19日

e-Gov法令検索と日本法
令索引における相互参照
強化及び法令の効力の認
識合わせ等の実施その１

現在、e-Gov法令検索から日本法令索
引へのリンクは、法令改正履歴欄から
平成27年以前の改正履歴を参照する
補完的位置付けでの掲載とされている
が、何度かページ遷移を要し不便であ
ることから、「法令詳細」に（も）記載する
ようにしていただきたい。日本法令索引
の索引情報は改正履歴のみならず、古
い法令であれば改正当時の官報画像
情報等へのリンクも含むことから、e-
Gov法令検索との連携強化は法令の改
正経緯をたどる上で有意義である。

e-Gov法令検索においては、縦割り110番でも度々要望・提案がなされていた告
示の掲載等の検討が進み、UI・UXも改善著しく、国民・事業者の法令理解促進
に資している。この点についてはデジタル庁や法務省司法法制部をはじめとす
る各機関の努力に敬意を表したい。
しかし、国会図書館法に基づく法令の索引に係る既存ベース・レジストリである
日本法令索引との連携が不十分であり、改善を求めたい。
その具体的な改善要望がその１～３である。
これらの取り組みにより、e-Gov法令検索と日本法令索引を合わせた、日本国
が国民に対して提供するベース・レジストリの機能と存在価値はより一層高まる
ことになると思料。実質的にはいずれも法令等に基づく行政機能であるにもかか
わらず、所属が内閣であるか国会であるかという差のみを理由にした縦割りで
ベースレジストリとしての完全性が害されることがあれば国家・国民の損失であ
り、是非ご検討願う。

個人 デジタル庁
e-Gov法令検索において、日本法令索引のホームページに遷移するリンクは、現状、「法令詳
細」の欄ではなく、「法改正履歴」の欄に掲載しています。

なし 検討を予定

日本法令索引へのリンクは、e-Gov法令検索に登録していない沿革情報を参照いただくために、
「法改正履歴」の欄に掲載することがなじむものと整理し、現行のレイアウトを採用しております。
今回御提案いただいた「日本法令索引」へのリンクの在り方については、データ整備の運用上の
課題や費用等も踏まえながら、今後、e-Gov法令検索全体のUIを検討する中で、引き続き検討さ
せていただきます。

12 令和7年8月26日 令和7年9月19日

2500621ZZ65[2/4]遺言書
保管申出でPDFを事前に
送信して手続を効率化す
る

不動産登記のオンライン申請では登記
原因証明情報をPDFとして送信すること
により、登記申請時点での原因事実の
発生を証明しなければならない。／登
記官は、オンラインで送信されたPDF
と、添付書面として提出された登記原因
証明情報との同一性を審査する。／仮
にこの同一性確認作業が登記官にとっ
て過重な負担であればこの手続は成り
立たないから、PDFを事前に送信する
手続は他の行政手続でも利用できるは
ずである。／たとえば、遺言書保管制度
において、提出される遺言書のPDFファ
イルをを事前に法務局に送信し、法務
局が面談前に事前審査を行う手続を導
入すれば、面談前に、法務局担当者は
都合のよい時間に事前確認ができ事務
→

→処理を効率化できる。／複数名で確認することにより、間違いを減らすことも
できるだろう。／また、PDFを確認した時点で不備が発見されれば、担当者が遺
言者にメールで指摘すれば面談前に修正できるから、再面談の必要がなくなっ
て、法務局と遺言者の双方の時間を短縮できる。／この方法はわざわざコストを
掛けなくても、法務局のオンライン予約サイトに添付ファイルとして、保管すべき
遺言書のPDFを送信すればよい。／送信されたPDFと提出された遺言書との同
一性の確認はR3規制改革652、R4規制改革48、R5規制改革97の各提案で指
摘した、画像の同一性をチェックするソフトを導入すればよい。／画像として認識
するだけでOCRを組み込む必要がないから、文字を誤認識するリスクもない。／
フリーソフトでも公開されていて、大してコストは掛からないはずだ。／副次的
に、担当者のやりくりも容易になって、働き方改革にもなるだろう。／そもそも、
対面で予備知識なしに書類を確認して、正確に内容を確認できると思っている
制度設計が傲慢である。／市町村で保管すれば「遺言書について遺言書保管
官による全国一律の基準によることが確保されず、その結果、民法第９６８条に
定める方式への適合性の確認が受けられないことになる」〔R3行政改革227回
答〕と言うくらいなら、法務局が「民法第９６８条に定める方式への適合性」を見
落として遺言が無効になった場合に国家賠償するんですか？／責任を負うつも
りもないのに、出たとこ勝負な手続で役所の仕事を増やそうとする、その考え方
を改めるべきである。／遺言書の下書きを自動生成するサービスも、ついでに
始めてはどうか？

商業登記ゲン
ロン

法務省
御提案の遺言書のPDFファイルを事前に法務局に送信し、事前審査を行う取組については、令
和７年３月から東京法務局本局において実施済みです。

なし 対応
制度の現状欄に記載のとおりです。
なお、現在東京法務局本局で実施している取組については、実施状況も踏まえつつ、対象法務
局の拡大を検討する予定です。

13 令和7年8月26日 令和7年9月19日

検疫について、法令、制
度、実施される措置などに
ついて広報周知活動を行
う

空港などで行っている検疫という制度や
内容を説明するため、具体的かつ統一
的な制度紹介ホームページ等を作成す
る。それにより、検疫法による業務、制
度、措置等の国民へ広報を行い、感染
症拡大時に想定される措置等について
理解を求める

海外から入国する旅客に対する規制について、税関、出入国管理、動物検疫
所、植物防疫所については制度紹介の統一的なホームページが存在しており、
法律、制度について、空港などで行われている業務について説明がなされてい
る。
全国にある存在する検疫所の個別ホームページは存在し、検疫というものにつ
いて業務説明といった形態で紹介がされている。一方、海外からの旅客に対す
る検疫はどのようなものであり、検疫で呼び止められた場合、どのような措置が
あるのか、適用法令など詳細が示されていない。また、国民が不利益な扱いを
受けた際の不服申し立て制度などの有無について、十分説明がないのではな
いか。
インターネット検索を行うと、forthというホームページがあり、海外へ渡航する旅
客への情報提供や注意喚起をしている。しかし、当該ホームページでも空港で
実施している検疫について、法令運用の詳細、制度、行われる可能性のある措
置、不服申し立て制度、違反の際に想定される罰則、その効果や意義などにつ
いて具体的な説明がないのではないか。海外で感染症に注意という漠然とした
ものであり、検疫法に基づく具体的かつ詳細な措置、制度について説明がな
い。検疫法の条文でわかるというのは、国民に対する説明として不親切である。
過去、縦割り行政110での回答で「検疫官は私権制限を伴う業務にも従事する
～」と記載があった。近年、検疫法の改正もあり、その私権制限を伴う業務につ
いて、国民へ広く周知し、理解を求める必要があるのではないか。

個人 厚生労働省

　検疫関連の情報提供については、従来から海外渡航者等向けの情報として、①ＦＯＲＴＨを中
心に情報提供しています。
　厚生労働省ホームページにおいても、②新型コロナウイルス感染症対策の水際対策関係の情
報を掲載しておりましたが、令和７年６月６日には、厚生労働省のホームページに、③検疫に関
する情報をまとめた専用ページを追加し、検疫法に基づく「隔離」などの措置や検疫所の業務に
関する情報提供を行っています。

（参考）
　①厚生労働省検疫所「海外で健康に過ごすために（ＦＯＲＴＨ）」ホームページ
　　https://www.forth.go.jp/index.html
　②厚生労働省ホームページ（水際対策）
　　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
　③厚生労働省ホームページ（検疫）
　　https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54498.html

なし 対応
　厚生労働省ホームページの掲載内容については、検疫に関する情報発信を充実させるという
観点から、御指摘も踏まえながら随時必要な見直しを行ってまいります。
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14 令和7年9月25日 令和7年10月21日
【関連資料送付可】錦鯉輸
出制度の構造的課題に関
して

錦鯉輸出制度の運用において、情報提
供が特定団体に偏重し、非所属事業者
が不利な立場に置かれる構造的課題
が存在します。
弊社は、すべての事業者が平等に情報
へアクセスできる公的な情報提供体制
の整備、関係機関間の連携強化、制度
運用の透明化を提案いたします。
また、現状が国際取引における法的リ
スクや競争力の低下につながる懸念が
あるため、課題の共有と制度全体の見
直しに向けた、政府・関係者との対話と
協働の場の創設を要望いたします。

弊社（株式会社KOIMARU）は、錦鯉の輸出に関する制度運用および情報提供
体制について、関係行政機関との協議を重ねてまいりましたが、現行運用には
構造的な課題が見受けられます。
具体的には、広島県における輸出関連手続（臨床症状観察報告書、衛生証明
書発行等）において、特定団体を経由した情報提供に依存する運用がなされて
おり、当該団体に所属していない事業者への情報提供や支援が極めて限定的
です。
さらに、県から国へ説明されている内容と、現場の運用実態に齟齬が生じている
場面も確認されており、公平性が十分に担保されているとは言い難い状況で
す。
このような運用体制は、制度の公正な利用および健全な競争環境を阻害し、所
属・非所属を問わずすべての事業者が国際取引において不利益を被る可能性
や、将来的な法的リスクの発生につながるおそれがあります。
つきましては、すべての事業者が平等に情報へアクセスできる公的な情報提供
体制の整備、制度運用の透明化、関係機関間の連携強化を提案いたします。
なお、本件は制度運用の改善を目的としたものであり、特定の個人・団体の行
為を告発・否定する趣旨ではございません。
また、2025年6月24日には、農林水産省 輸出・国際局 輸出支援課の相談窓口
宛に、本課題とその経緯を時系列で整理した報告書を添えて提出しております。
必要に応じて、資料のご提出も可能です。

会社・団体 農林水産省

「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律」（令和元年法律第57号）第15条第２項にお
いて、都道府県知事等は輸出先国の政府機関から、衛生証明書を発行するよう求められている
場合、輸出者から申請があったときは、衛生証明書を発行することができると定められていま
す。

錦鯉を含む農林水産物の輸出制度については、農林水産省ホームページに国別、品目別に公
開しており、関心のある方がいつでも確認できるようになっております。また、輸出先国・地域の
輸入規制や日本政府の輸出証明書の発行手続等についての相談を一元的に受け付ける相談
窓口を開設しております。

（錦鯉の例）
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-
4/yusyutu_shinsei_sonota.html#exporter_guide4_nishikigoi
 
（輸出の一元的相談窓口）
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/soudanmado.html

農林水産物及び食品
の輸出の促進に関す
る法律第15条第２項

対応

錦鯉の衛生証明書発行に関する業務（臨床症状観察報告書に関する業務を含む。）の主体は
都道府県等であるため、広島県に対し輸出錦鯉の衛生証明書発行等に関する取扱要領を踏ま
えた適切な対応を行うよう伝達しており、制度が適切に運用されるよう継続して指導してまいりま
す。

国として、錦鯉の輸出に関する情報を広く周知するとともに、相談窓口を設置し、個別相談にも
応じつつ、サポートをしております。
また、都道府県を通じた情報提供を行うとともに、衛生証明書発行手続等の輸出に向けた手続
きが円滑に行われるよう、都道府県と連携して対応してまいります。

15 令和7年9月25日 令和7年10月21日
在外選挙人証の交付につ
いて

マイナンバーカードを有している者につ
いては、紙媒体での交付を廃止し、マイ
ナンバーカードを在外公館で提示するこ
とで投票できるようにしてほしい。

・在外選挙人証の発行及び郵送に係る事務負担、郵送費等の削減が可能。
・一般に小さい紙（在外選挙人証）よりもマイナンバーカードを注意深く取扱うた
め、紛失による再発行のリスクが軽減する。
・紙の使用量削減となり、環境負荷も低減する。

個人
総務省
外務省

在外公館等における投票は、在外選挙人が、在外選挙人証及び旅券又は当該投票をしようとす
る者の資格若しくは地位を証明する書類を提示して、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に
入れて在外公館の長に提出する方法において行うこととされています。

公職選挙法第49条の
２第１項第１号及び公
職選挙法施行令第65
条の５

対応不可

在外選挙人証が在外選挙人名簿に登録されていることを証明し、また各選挙における在外投票
の実績を記録するものであり、投票の際に必ず提示させることによって在外選挙人名簿に登録
されていない者が投票したり、二重投票をすることを防止する役割があることを踏まえると、在外
選挙人証の交付を廃止し、マイナンバーカードの提示をもって在外公館等において投票を可能と
することについては、市町村ごとに調製される在外選挙人名簿への登録の有無や、個別の在外
公館で把握している在外公館投票の実績の情報を、各在外公館からどのように把握できるよう
にするか等の課題があり、難しいと考えています。

16 令和7年9月25日 令和7年10月21日

250712ZZ76[1/4]死者の
戸籍情報を行政機関間で
利用できるようにし、生前
申出を可能にする

相続登記申請では登記名義人の除籍
謄本が必要とされ、コンピュータ化され
た戸籍であっても法務局に謄本を提出
しなければならない。／戸籍情報連携
では戸籍情報がオンライン送信される
けれど、「戸籍は、日本国民の親族的
身分関係を登録・公証する極めて機微
な情報であるため、戸籍又は除かれた
戸籍の副本を直接参照することができ
る者及びその事務の範囲については、
必要最小限とすべきである」〔R4規制改
革368回答〕ため、厳格な本人確認が必
要とされる。／しかし、死者にプライバ
シーはなく、生存者と同じセキュリティレ
ベルで保護する必要はない。／むしろ、
政府が「円満で円滑な相続」のための
遺言書保管を宣伝するように、故人は、
→

→相続人の負担を減らすために戸籍情報の直接参照を望むはずだ。／少なくと
も、相続人の負担を減らすために遺言書を預ける被相続人なら、そう考えるだろ
う。／とはいえ、遺言事項は限られているから、遺言として戸籍参照を求めること
は難しい。／そこで戸籍制度として、死亡後の除籍謄本の取得を生前に申し出
ることを可能にすれば、問題が解決する。／たとえば、遺言書保管制度の申請
書にチェック欄を設けて、「私の死亡後に行政機関が私の除籍謄本を職権で取
得することに同意します。」旨の同意を明示させればいい。／運転免許証で臓器
提供意思確認をしているように。／どちらも、国策として死者の意思確認をする
点で同じである。／この手続のメリットは、戸籍の収集コストを行政に丸投げして
相続人の負担を軽減するとともに、「戸籍謄本が足らない」場合の補正手続を省
略し、行政機関としても補正に係る事務を省略できることにある。／戸籍データ
自体は法務省の電子化政策の失敗により統合できなかったが、デジタル化され
たデータを紐づけして検索するだけであれば、そのシステムを開発することは容
易だろう。／被相続人の氏名を入力して検索すれば、その戸籍が連続して表示
されるようにすればいい。／旧社会保険庁の不正閲覧と同様の問題が起こり得
るが、マイナンバー制度とリンクさせて、相続人全員が被相続人の戸籍情報が
参照されたことを確認できるようにすれば、このような事態も起こらないだろう。
／そもそも現行制度が戸籍情報を「極めて機微な情報である」としながら、行政
機関や国家資格者に簡易な開示制度を設けていて、それが本人に対してどれ
だけ通知されているのか？／充分な対策でしょ。

商業登記ゲン
ロン

法務省

前提として、行政機関が戸籍情報を確認する場合には、公用請求（戸籍法第10条の２第２項、第
12条の２）によることが原則ですが、自筆証書遺言書保管制度においては、遺言書保管官が遺
言者の死亡の事実を確認した場合に、あらかじめ遺言者が指定した者に対して、遺言書が保管
されている旨を通知する制度を設けているところ、その運用に当たっては、遺言者の同意を得た
上で、遺言書保管官が戸籍の異動情報を確認することとしています。

遺言書保管事務取扱
手続準則第19条及び
第35条
戸籍法施行規則第75
条の３

対応不可

制度の現状欄に記載のとおり、自筆証書遺言書保管制度においては、遺言書保管官が遺言者
の同意を踏まえて戸籍の異動情報の確認を実施しているところ、当該確認は死亡という戸籍の
一部情報の確認を目的として実施するものであり、相続の発生によって行政手続で用いる戸籍
謄本及び除籍謄本については、死亡以外の情報も含まれることから、異なる取扱いとする必要
があります。
その上で、死亡後の除籍謄本の取得を生前に申し出た上で当該情報を行政機関間で利用する
ことについては、戸籍自体が個人ごとに生成されるものではなく、複数の者で構成されるという戸
籍制度の性質上、その中の一部の者が死亡後の除籍謄本の取得・利用を生前に申し出ていた
としても、当該死亡者以外の親族的身分関係が登録されていることを考慮した検討を行う必要が
あります。
また、戸籍にはデジタル化されていないものもあり、紐づけ可能な形式となっていないものも多
数あることから、提案の戸籍情報の連続表示を実現することは費用対効果の観点から困難で
す。
一方で、相続人の戸籍の収集に要する負担については、令和６年３月１日から開始した戸籍証
明書等の広域交付により、最寄りの市区町村窓口において被相続人に係る一連の戸籍・除籍を
取得することが可能となっており、大幅な軽減が図られているところです。

17 令和7年9月25日 令和7年10月21日
運転免許証の旧姓併記手
続きについて

運転免許証の表面に免許取得時の氏
名(旧姓)の表記がある場合は、区役所
での住民票の旧姓併記の手続きを取ら
ずとも、警察署で新氏名に変更した際
に新氏名と共に旧姓〇〇もしくは前氏
名〇〇と記載されるようにしてほしい。

今回、運転免許証の更新時に旧姓の併記を希望しましたが、旧姓が免許証や
マイナンバーカードに記載されているにもかかわらず、「住民票に旧姓の併記が
なければ、他人と間違える可能性があるため併記できない」との説明を受けまし
た。

当日私が所持していた免許証には、表面に旧姓、裏面に現在の氏名が記載さ
れており、マイナンバーカードにも旧姓と新姓の両方が明確に表示されていまし
た。このように、旧姓の証明がすでに複数の公的身分証明書に記載されている
場合にまで、さらに住民票に旧姓を併記する手続きを求めるのは、手続きの二
重化であり非効率です。

もちろん、本人確認の観点から、旧姓の記載が一切ない場合には住民票で確
認する必要があることは理解できます。しかし、免許証の表面やマイナンバー
カードに旧姓が明記されている状態で、さらに住民票での確認を必須とするの
は過剰ではないでしょうか。

法律上、免許証に記載される氏名は住民票に準拠することになっていると後で
知りましたが、免許取得時に旧姓の確認を経て発行された免許証に旧姓が既に
記載されており、その情報が現在も残っている場合には、旧姓併記の正当性が
明らかです。

ついては、住民票に旧姓併記の手続きを行わなくとも、旧姓の記載された有効
な公的証明書をもとに、免許証の新氏名欄に「旧姓◯◯」または「前氏名◯◯」
と併記できるよう、手続きを簡略化する運用の見直しをお願いしたいです。

個人 警察庁

　旧姓記載等の申出があった場合、免許証の記載事項の変更の届出の手続を規定した道路交
通法施行規則（昭和35年総理府令第60号）第20条第２項第１号に準じる形で、申請書等の提出
時に旧姓が記載された住民票の写し又は旧姓併記手続を経たマイナンバーカードの提示を受け
ることにより、申請書等に記載された旧姓が真正なものであることを確認することとしています。

・道路交通法施行規
則第20条第２項
・運転免許証への旧
姓記載等の運用につ
いて（通達）（令和元
年11月27日付け警察
庁丁運発第169号）

対応不可

　旧姓併記手続を経たマイナンバーカードの提示があれば、旧姓が記載された住民票の写しが
なくとも、当該マイナンバーカードに記載された旧姓を運転免許証に併記することが可能です。
　これは、その者が過去に称していた全ての姓がいずれも「旧姓」に該当するところ、運転免許証
にいずれの姓を記載するかについては、旧姓併記手続（現住所の市区町村窓口等において、戸
籍謄本等の提出を受けて住民票又はマイナンバーカードに１つの旧姓を併記する旨の申請を受
け、当該旧姓を併記する手続）を経た住民票やマイナンバーカードによる公的な証明が必要とな
るため、これらによる確認をせずに運転免許証に旧姓を併記することはできないこととしているも
のであり、例えば、旧姓併記手続を経ていないマイナンバーカードの提示等のみで確認を完了さ
せることは困難であると考えます。



制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

備考提案理由
提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果

提案の具体的内容

18 令和7年9月25日 令和7年10月21日
義務教育用教科用図書の
採択の効率化について

教育委員会が義務教育用教科用図書
を採択した場合、2・3・4年目の採択を不
要とする。

教科用図書は、毎年度教育委員会で採択することとされている。
また、義務教育に使用する教科用図書は、原則4年間使うこととされている。
4年間使うこととされているのに毎年度教育委員会で採択するのは非効率であ
る。
よって、原則によらない場合に限り、2・3・4年目に該当する年度に使用する教科
用図書を採択し、原則の場合は採択を不要とするものです。

個人 文部科学省
義務教育諸学校において使用する教科用図書については、毎年度採択を行うこととされていま
す。また、政令及び文部科学省令で定める例外を除き、４年間、同一の教科用図書を採択するこ
ととされています。

義務教育諸学校の教
科用図書の無償措置
に関する法律（昭和38
年法律第182号）第14
条

対応不可

教科用図書の採択は、学校で使用すべき特定の教科用図書を決定する行為であり、同一の教
科用図書を採択することとされている期間において、新たに教科用図書が発行される場合や過
去の採択において不公正な事案が発生した場合等には採択を変更出来ることとされています。
採択権者においては、これらの場合に当てはまるかどうかを毎年度確認する必要があり、この確
認を経て翌年度に使用する教科用図書が決定するため、毎年度採択が行われる必要がありま
す。
なお、２年目、３年目、４年目における採択手続きについては、１年目のような調査をしていただく
必要はなく、簡便に実施することが可能です。

19 令和7年9月25日 令和7年10月21日
国立大学宿泊施設の旅館
業法適用除外の明確化

国立大学法人が設置・運営する宿泊施
設のうち、教育研究活動に資する目的
で大学関係者のみを対象とし、宿泊料
を徴収する施設については、旅館業法
の適用除外となる範囲を明確に整理
し、関係自治体への公式な見解として
周知徹底していただきたい。

全国の国立大学法人では、研究者の受入れや学生の教育活動支援等を目的と
して、大学関係者向けの宿泊施設を設置・運営している例が見られます。これら
の施設は、一般公衆を対象としたものではなく、教育研究活動の一環として大学
業務に基づき運営されており、国立大学法人法第22条に根拠を有するものと理
解されます。

しかし一部の自治体では、宿泊料の徴収があることをもって旅館業法の適用対
象と誤認し、旅館業法に基づく営業許可の取得を求める事例があります。これに
より、国立大学法人と自治体の間で見解の相違が生じ、大学側の業務に不要な
負担や混乱が生じています。
誤解を解消するためには、国として大学業務の一環としての宿泊施設の運営
が、旅館業法の対象外となる範囲を明確に整理し、全国の自治体に対して統一
的な解釈を周知することが必要です。これにより、大学の教育研究活動が円滑
に行われる体制が整備され、地方行政との不必要な対立や負担も軽減されるも
のと期待されます。

個人
厚生労働省
文部科学省

○旅館業法（昭和23年法律第138号）第２条第２項の規定により、旅館・ホテル営業とは、施設を
設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業とされており、旅館業を営もうとする者は、旅館業法
第３条第１項の規定に基づき、都道府県知事（保健所を設置する市又は特別区にあっては市長
または区長。）の許可を受けなければならないとされています。

○ここでいう「宿泊料を受けて」とは、当該宿泊に関し、宿泊者またはその代理人等から名称或
いは金銭又は現物のいかんを問わず、宿泊料の対価にあたるもの徴収することをいいます。

○旅館業法第２条第
２項、第３条

対応不可

旅館業法上、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる場合、旅館業法の営業許可を得る
必要があります。旅館業に該当する「営業」とは、社会性をもって反復継続しており、その対象が
特定人か不特定人であるかを問わず、宿泊料を受けて人を宿泊させている場合をいいます。
国立大学法人が設置する宿泊施設による宿泊については、教育研究活動に資する目的で大学
関係者を対象とすることのみをもって、旅館業法の適用外と整理することは困難と考えます。
なお、国立大学法人が設置・運営する宿泊施設について旅館業の許可が必要になるかは、個別
の営業実態を踏まえ、管轄の保健所において判断することとなります。

20 令和7年9月25日 令和7年10月21日
国家公務員試験の面接試
験をやめる。

国家公務員総合職試験などの国家公
務員試験の面接試験をやめる。

国家公務員の採用難、不人気が報道されていますが、国家公務員試験は、合
格しただけでは採用されず、官庁訪問という採用面接を経て採用が決まると聞
きました。面接試験を何度もやるから学生さんが国家公務員試験を受験しない
のではないでしょうか？人事院のホームページも見ましたが、今年５月の参与会
で大薗参与から「人事院による面接は本当に必要なのでしょうか」と質問され
て、米村人材局長が「いろいろな方の意見を伺いながら検討していきたいと考え
ています。タイミングなど、総合的な検討の中で決めていきます。御指摘は重く
受け止めております」と答えていますし、早く廃止したらどうでしょうか？早く検討
して早く廃止すれば、コスパ、タイパ重視の若くてクレバーな学生さんがたくさん
国家公務員試験に応募してくれると思いますよ。面接試験をしないのも国民とし
て不安ですが、官庁訪問という採用面接がちゃんとあるようですし、やめたらどう
ですか？

個人 人事院

人事院が実施する面接試験（以下、「人物試験」）を含む採用試験は、国家公務員として必要な
能力や適性を見極め合否判定することを目的とする一方、官庁訪問は、官庁と志望者が双方納
得の上で採用に至る「マッチング」のプロセスとして位置付けられております。このように、採用試
験の一部である人物試験と、官庁訪問は、それぞれ趣旨や目的が異なります。

なし 検討を予定
採用を行う各府省や学識経験者等の意見も聞きながら、人事院の令和７年公務員人事管理報
告にて示した採用制度全体の在り方を見直すこととしている「採用プロセスのアップデート」の検
討の中で、人物試験の在り方も含めて検討を進めてまいります。

21 令和7年9月25日 令和7年10月21日
国家公務員における夏季
休暇の取得方法の柔軟化

国家公務員において、夏季休暇は、「原
則として連続する三日の範囲内の期
間」の取得とされており、「特に必要が
あると認められる」ような相当の理由が
なければ、分割して取得することができ
ないこととなっている。このため、個人の
希望はもとより、業務上及び個人の事
情が一定程度あったとしても、安易に分
割して取得することができず、それによ
り「心身の健康の維持及び増進又は家
庭生活の充実」という夏季休暇の趣旨
を十分に満たすことができない場合が
ある。働き方改革として、テレワークの
推奨やフレックスタイム制が導入される
なか、夏季休暇についても、「連続３日」
の原則を改め、個人の希望や事情に応
じた柔軟な取得を認めるべきである。

夏季休暇は、現在も特別な理由があれば分割取得が認められるが、勤務時間・
休暇法詳解によれば、制度上、職員の個人的な希望により分割利用することは
できず、分割利用ができる場合として、「職員の希望する期間内に突発的な業務
が生じて休暇を認めると業務に支障が出る場合」、「特定の時期に職員の希望
が集中し、全てを希望通りに認めると業務に支障が生じる場合」、「夏季休暇の
途中で他の特別休暇事由（忌引きなど）が生じた場合」が挙げられている。この
ため、現実的には「相当の理由」がなければ分割取得は認められない。
分割取得することで、「心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実」とい
う夏季休暇の趣旨が損なわれることはなく、むしろ、連続取得することで業務が
たまり、その処理のために休暇後の残業時間が長くなるのであれば、分割取得
した方が「心身の健康の維持」に資する場合もあれば、1日の夏季休暇を連休に
組み合わせることで、家族との旅行などが複数回計画できる場合もある。また、
夏季休暇の分割取得は、すでに民間企業や地方自治体では一般的な運用と
なっており、「連続３日」の取得を原則とする現在の運用は合理的とは言えな
い。
なお、一部の企業・団体では国家公務員の運用に準拠している場合も考えら
れ、国家公務員の運用変更は、こうした企業・団体の運用改善にもつながる可
能性がある。このことは、「働き方改革」としての多様で柔軟な働き方の実現推
進に資するものである。
さらに、分割取得が認められれば、「特別な理由」に該当するかどうかの確認手
続きが不要となり業務省力化につながるだけでなく、各省庁によって判断が異な
ることによる不利益も解消される。

個人 人事院

職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため
勤務しないことが相当であると認められる場合、７月から９月までの期間（当該期間が業務の繁
忙期であることその他の業務の事情により当該期間内に使用することが困難であると認められ
る職員にあっては、６月から10月までの期間）内に原則として連続する３日間（土日等の週休日
を除く）の範囲内の期間で使用することができます。

一般職の職員の勤務
時間、休暇等に関す
る法律　第19条、第23
条
人事院規則15―14
第22条
人事院規則15－15
第４条

対応不可

国家公務員の夏季休暇については、盆等における帰省等の習慣に合わせた夏季の休暇が民間
において一般的に広がってきたことや、公務においても夏季における心身の健康の増進等が意
義があると認められることから、平成３年に導入したものです。
夏季休暇の事由である「盆等の諸行事」には帰省や先祖の墓参り等が、「心身の健康の維持及
び増進」には休養等が、「家庭生活の充実」には家族旅行等が該当すると考えられており、これ
らの事由にはまとまった期間で対応することが望ましいため、夏季休暇の連続取得を基本とする
ことが適当と考えています。
国家公務員の休暇制度については、国家公務員法に定める情勢適応の原則の下、民間におけ
る普及状況に合わせることを基本に、官民均衡の観点から必要があれば適宜見直しを行ってき
たところであり、今後も社会情勢等を踏まえつつ、休暇制度の改善に努めてまいります。
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22 令和7年9月25日 令和7年10月21日
【関連資料リンクあり】錦
鯉輸出制度の構造的課題
に関する報告書（再送）

錦鯉輸出に関する制度運用と情報提供
体制が特定団体に偏る事例が生じてお
り、すべての事業者が平等に情報へア
クセスできる公的体制の整備、関係機
関の連携強化、制度運用の透明化が
必要です。
この現状は国際取引上のリスクや競争
力低下の懸念もあり、課題共有と制度
見直しに向けた対話・協働の場の創設
を要望いたします。
なお、本件は農水省国際課より「水産
安全室・広島県が対応」（相談履歴
No.41652）との回答を頂いております
が、広島県からは要綱等の再案内にと
どまり、個別の質問への具体的回答は
得られておらず、引き続き回答を依頼し
ている状況です。

弊社は、錦鯉の輸出制度に関し関係行政機関との協議を重ねてまいりました
が、現行の制度運用には構造的な課題があると認識しております。
特に、広島県における輸出関連情報の提供が一部団体を経由して行われる傾
向が強く、非所属事業者への支援や情報提供が限定的である点は、公平性・透
明性の観点から重大な問題です。所属の有無にかかわらず、すべての事業者
が制度を等しく利用できる環境整備が必要です。
このような運用体制は、制度の公正な利用および健全な競争環境を阻害し、所
属・非所属を問わずすべての事業者が国際取引において不利益を被る可能性
や、将来的な法的リスクの発生につながるおそれがあると考えており、対応の遅
れは事業者の判断や輸出機会に支障を及ぼしかねません。
つきましては、以下の制度改善を提案いたします：
（1）すべての事業者が公平に情報へアクセスできる公的情報提供体制の整備
（2）制度運用の透明化と責任所在の明確化
（3）国と地方自治体との連携強化と運用実態の再検証
本提案は特定の個人・団体を対象とするものではなく、制度全体の改善を目的
とするものです。詳細はリンクをご参照ください。
https://firestorage.jp/download/c9a2afaa804e9e1920593a383630be9eb9df535
a
https://firestorage.jp/download/4f6bc90c10970c104bb9a93ea045d004924e00
e7
PW：koimaru888

会社・団体 農林水産省 番号14の回答をご参照ください。

23 令和7年9月25日 令和7年10月21日
【補足】錦鯉輸出制度の構
造的課題に関する報告書

本提案は、農林水産業・地域の活力創
造本部が掲げる輸出力強化戦略に深く
関わる、制度運用上の構造的課題で
す。現在、制度の理解や活用に不可欠
な情報・教育機会が限定的であるた
め、すべての事業者にとって国際取引
の現場では不利益に働く懸念がありま
す。目先の成果ではなく、継続的で信頼
ある輸出を行うには、事業者自らが制
度を学び、判断できる場の提供が急務
です。公平な教育支援体制と情報提供
の仕組みを制度として整備いただくこと
を提案いたします。
（参考資料）
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/nous
ui/index.html

本提案は、錦鯉輸出の現場で明らかになった課題をもとに、農林水産業の輸出
力強化戦略における制度運用上の構造的な懸念を提起するものです。
現在の制度では、国際取引に関わる規制・手続・衛生管理等の正確な理解が
不可欠であるにもかかわらず、それらを学ぶための情報提供や教育機会は限
定的です。
また、従来の慣習に依拠した情報提供のあり方により、制度理解や活用に格差
が生じており、これは特定の立場に限らず、すべての事業者にとって不利益とな
る懸念があります。
実際に、制度の詳細が不明確なまま対応を迫られる事例も確認されており、公
平な制度運用の観点から再考が求められます。
輸出支援戦略は制度やインフラ整備を中心に進められていますが、生産現場へ
の教育支援機能の弱さに加え、古い慣習や既存制度の影響により、必要かつ
公正な情報が現場に届きにくい実態もあります。
このような情報の偏在や制度理解の不足、誤解に基づく運用は、輸出制度全体
の信頼性や国際的な信用に悪影響を及ぼすおそれがあります。この問題は錦
鯉に限らず、他の農林水産物や生物資源の輸出にも共通するリスクであり、目
先の成果ではなく、継続的かつ信頼性のある輸出体制の構築が求められます。
そのためには、事業者自らが制度を理解し、判断できる教育的支援の場を公的
に確保することが不可欠です。制度の透明性と持続性を高める観点から、教育
支援体制と公平な情報提供の仕組みの制度的整備をご検討いただければ幸い
です。

会社・団体 農林水産省 番号14の回答をご参照ください。

24 令和7年9月25日 令和7年12月18日
競争的研究費における統
一ルールの運用徹底、e-
Radへの一本化について

競争的研究費については行革推進会
議でも改善検討いただき、令和3年3月5
日付「競争的研究費における各種事務
手続き等に係る統一ルールについて」
により、どの資金配分機関であっても統
一的なルールで運用されるようになって
きており、使い勝手がよくなってきたと
感じている。ところが、日本医療研究開
発機構（AMED）が独自システムと独自
ルールの運用を始めたことで現場が大
混乱している。
１．政府は競争的研究費の統一ルール
の運用を徹底していただきたい。
２．資金配分機関が独自に申請システ
ムを開発しているので細切れのシステ
ムが乱立して非常に使い勝手が悪い。
無駄なシステム開発を止め、e-Radに
一本化していただきたい。

AMEDが運用を開始した研究開発課題管理支援ツール（A-POST）は、研究計画
書等の書類授受をオンラインで行うためのシステムだが、データのアップロード
とダウンロードしか機能が無いくせに非常に使い勝手が悪く、学会で他大学の先
生方と意見交換すると「A-POSTはやめてほしい」と言っている先生が大勢い
らっしゃる。またAMEDはこのシステムの導入にあわせ（開発コストを下げるため
か？）、委託事業と補助事業の用語を統一するという意味不明なことをやってい
る。補助事業はどこの省庁の事業であっても言葉や概念は統一的に運用されて
きたが、AMEDは「補助事業実施期間」などの言葉を独自に定義付けして独自用
語に変更したので、事務処理説明書がなにを指しているのかがよくわからなくな
り、現場が大混乱している。AMEDの研究業務推進課になぜこんなことをしたの
かと直接問い合わせたところ、「委託事業と補助事業で同じ趣旨の用語や事務
手続を共通化することで事務処理の効率化を図った」と言うので、「では今回の
共通化で我々研究者にとって、何の手続きのどの書類が減るのか？」と聞いた
ところ、「研究機関の事務負担は全く変わらない。様式がいくつか共通化された
ので、研究業務推進課がホームページ掲載するときの手間がちょっと減った」と
説明しており、バカではないかと思った。我々研究者は、AMEDのあっちの事業
はe-Rad(府省共通システム)で申請し、こっちの事業はA-POSTで申請するとい
う歪なやりかたを強いられている。e-Radに一本化していただきたい。A-POSTな
ぞいらない。

個人

内閣府
文部科学省
厚生労働省
経済産業省

　e-RadとA-POSTは役割・機能が異なるものであり、申請システムとして機能しているe-Radに
対してA-POSTは元々e-Radではできない契約手続き等の部分をシステム化したものです。
AMEDの公募事業においても、研究提案書はご指摘の統一ルールに従ってすべてe-Radを経由
して受け付けております。一方、A-POSTは採択後の契約手続き以降の部分を対象としており、
研究者及び研究機関とオンラインでやり取りができるようにしたものです。以上のように、AMED
が独自に申請システムを開発したという事実はございません。
　A-POSTを利用する場合、各研究開発課題の基本情報が記入された状態で様式をダウンロー
ドすることができるため、研究者及び研究機関の書類作成にかかる労力を低減することが可能
です。また、契約手続き等に係るメールによるファイルのやり取りが無くなり、インシデント抑制や
セキュリティー向上が図れるというメリットがあります。
　AMEDでは委託研究事業と補助事業がありますが、制度が異なるため用語や様式は大きく異
なっており、同じような研究開発行為をしているにもかかわらず、その研究開発課題が委託研究
であるか補助事業であるかによって研究機関事務方や研究者は参照する事務処理説明書が異
なり、使用する様式や用語を区別する必要があるなど、委託研究事業と補助事業の双方を扱う
研究機関にとって負担が大きいものになっていました。その負担を軽減するため、委託研究と補
助事業に分かれていた事務処理マニュアルと様式・用語を可能な限り統合しました。なお、これ
は、委託研究と補助事業を制度的に一体化しようとするものではなく、あくまで補助金適化法等
の法令及び各省庁補助金交付要綱の遵守を前提とし、委託研究開発契約書と補助金取扱要領
における用語・手続きの規定振りを、可能な限り共通化したものです。

「競争的研究費におけ
る各種事務手続き等
に係る統一ルールに
ついて」
「民法」、「補助金適化
法等法令」、「各省庁
補助金交付要綱」

事実誤認

　制度の現状の欄に記載のとおり、AMEDの公募事業においても、研究提案書はご指摘の統一
ルールに従ってすべてe-Radを経由して受け付けております。e-Rad とA-POSTは役割・機能が
異なるものですので、全てをe-Radに一本化してA-POSTを廃止することはできません。
　また、研究開発課題が委託研究であるか補助事業であるかによって参照する事務処理説明書
が異なり、使用する様式や用語を区別する必要があるなど負担が大きかったのですが、その負
担を軽減するため、委託研究と補助事業に分かれていた事務処理マニュアルと様式・用語を可
能な限り統合しました。
　引き続き、研究者や研究機関にとっての利便性や負担軽減にも留意し、必要な改善を行いつ
つ、A-POSTや事務処理マニュアル等を運用してまいります。

25 令和7年10月22日 令和7年11月17日
個人番号収集において紙
帳票を利用した場合の国
民負担軽減

個人番号を紙媒体で収集する際は、マ
イナンバーカードのコピーもしくは個人
番号が印字された住民票の写しのみを
使用することを義務化し、番号調書の
提出を求めない等国民の負担を最小限
に留める。
また、番号調書の提出(もしくは自社シ
ステムへの手入力)を求めている行政機
関は、行政庁舎内のイントラネットその
ものがベンダーロックインされていて（も
しくは庁舎の老朽化によりLAN回線の
更新が困難）システム改修費用が高額
となり断念した可能性もあるため、個人
番号を扱うシステムは運営主体に関わ
らずそれを統括するデジタル庁の関与
をより高める。

国指定難病の医療費助成受給者証の更新手続きにおいて、新潟県など一部の
保健所設置自治体では更新手続きでマイナンバーカードの写しとともに独自様
式の個人番号調書の記入提出を求めている。非常勤の職員がシステムに手入
力で個人番号を登録しているため、誤入力した場合の担保と推察される。

https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/450477.pdf
https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/19247/mainanbatyousyo_2.pdf
https://www.city.hiroshima.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/012
/778/146025.pdf
https://www.city.yokohama.lg.jp/kenko-iryo-fukushi/kenko-
iryo/iryo/nanbyo/joseiseido/tokuteiiryo-shinki.files/0064_20240326.pdf

これ以外に（独法）日本学生支援機構の奨学金事務において、個人番号回収に
当たっては番号調書提出までは求めていないものの自社システムへの手入力
を求めている。
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/yoyaku/mynumber/__icsFiles/a
fieldfile/2025/03/31/teisyututoutetuduki_yo.pdf

個人
文部科学省
厚生労働省
デジタル庁

【文部科学省】
日本学生支援機構の奨学金事務における取扱いでは、従来紙媒体によりマイナンバーの提出
を求めていましたところ、現状は以下のとおりとなっております。

①学生が申請する際には、同法人が提供するシステム上でマイナンバーを入力
②学生は、申請に対する判定に必要な情報を同法人がマイナンバー経由で取得することに関す
る同意書を提出（自署・郵送、マイナンバーの記載は求めていない）
③同法人は、申請に対する判定に必要な情報をマイナンバー経由で取得し判定

【厚生労働省】
特定医療費の助成に当たっては、難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則（平成26
年厚生労働省令第121号）第12条第１項第１号に基づき個人番号を記載した申請書の提出を求
めており、「特定医療費の支給認定について」（平成26年12月３日付け健発1203第１号厚生労働
省健康局長通知）において、特定医療費支給認定申請書に個人番号の記入欄を設けておりま
すが、自治体によっては、当該申請書への個人番号の記入は省き、別途個人番号調書への記
入を求めている現状であり、当該調書の様式については自治体において定めています。

【文部科学省】
なし

【厚生労働省】
・難病の患者に対する
医療等に関する法律
（平成26年法律第50
号）
・難病の患者に対する
医療等に関する法律
施行規則（平成26年
厚生労働省令第121
号）
・特定医療費の支給
認定について（平成
26年12月３日付け健
発1203第１号厚生労
働省健康局長通知）
・行政手続における特
定の個人を識別する
ための番号の利用等
に関する法律（平成25
年法律第27号）

【文部科学
省】
検討を予定

【厚生労働
省】
対応不可

【文部科学省】
提案理由にあります通り、紙による番号調書の提出は求めていないところ、仮にマイナンバー
カードの写し等の提出のみとしたとしても、行政機関において手入力を行うプロセスは回避でき
ず、ヒューマンエラーが生じるリスクの低減とならないことから、利用者の負担軽減に関しては、
これまでも紙媒体による手続きの削減に努めてきましたところ、更なる負担軽減につきましては、
デジタル庁をはじめ関係省庁とも適切に連携し、引き続き検討の上、必要に応じて改善してまい
ります。

【厚生労働省】
特定医療費の助成は、難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則（平成26年厚生労働
省令第121号）第12条第１項第１号に基づき個人番号を記載した申請書の提出が必要であり、
御提案の「個人番号を紙媒体で収集する際は、マイナンバーカードのコピーもしくは個人番号が
印字された住民票の写しのみ」とすることはできません。
なお、個人番号の収集時に個人番号を記載した申請書の提出を求めるほか、行政手続における
特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）第16条の規
定により、本人確認の措置をとる必要があるため、マイナンバーカード等の本人確認書類の提示
が必要となります。
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26 令和7年10月22日 令和7年11月17日
使い捨ての汎用ドメイン
(独自ドメイン)取得を防止
すること

国や地方の実務は、プロジェクト単位
（短期のイベントやキャンペーン等）で案
件が動くようなものが多いと推察します
が、実際の組織形態・管理体制は、プロ
ジェクト単位で動くのに適していない・最
初から出来ないという前提でしょうか
ら、そこから改める必要があると思いま
す。

国や地方が過去に取得した、使い捨ての汎用ドメイン(独自ドメイン)が無関係の
他者に取得され、悪用されるなどの問題が度々報道されますが、改善されませ
ん。実態としては go.jp や lg.jp 配下のサブドメインや一部のページだけを外部委
託するといった手続きが煩雑すぎて、現実的に運用できないから使い捨ての
com ドメインを取得してしまうという背景があると言われているからです。

個人 デジタル庁

デジタル庁デジタル社会推進標準ガイドラインのHP
（https://www.digital.go.jp/resources/standard_guidelines）において、「DS-900 Webサイト等の整
備及び廃止に係るドメイン管理ガイドライン」を公開しております。DS-900は各府省が遵守する
必要のあるガイドラインであり、前身となったガイドラインより引き続き、各府省がwebサイトを設
置するに当たっては、原則goドメインを利用することを求めております。

DS-900 Webサイト等
の整備及び廃止に係
るドメイン管理ガイドラ
イン

対応

制度の現状欄に記載のとおり、各府省がwebサイトを設置するに当たっては、原則goドメインを利
用することを求めており、デジタル庁におきましては、goドメイン取得の徹底をお願いする説明会
を実施しております。
　なお、非goドメインを利用した事案について取得理由等を毎年確認しておりますが、事業者へ
の指示が複雑であったためや技術的な困難があったためなどという事案は見られず、国際団
体・民間団体とのドメインの共管事案、事業実施後の譲渡を予定しておりgoドメインの取得が望
ましくなかった事案、goドメイン取得が必須であることの認識がかけていた事案などが確認されて
おります。

27 令和7年10月22日 令和7年11月17日

国家公務員採用一般職試
験の最終合格を官庁訪問
が開始される日の前に発
表する。

国家公務員採用一般職試験の最終合
格を官庁訪問が開始される日の前に発
表する。

国家公務員採用総合職試験の最終合格は官庁訪問の前に発表されますが、一
般職は官庁訪問で内々で出た後に最終合格者が発表されます。
これでは、内々定を出した人が不合格となった場合、内々定が取り消しとなって
受験生も交通費、宿泊費などが無駄となり、採用する省庁側も選考プロセスが
無駄になり、代わりの人を採用するためのリクルート活動もしないとですし、誰一
人として得をしません。はっきり言って無駄です。なんでこんな無駄がずっと放置
されているのでしょうか？
人事院は、国家公務員採用一般職試験の最終合格を官庁訪問が開始される日
の前までに行ってください。受験生も省庁もみんな得します。人事院は「公務組
織が、多様で優秀な人材が働きたいと思える「選ばれる場所」である必要があり
ます」とか言っている前に、「選ばれる場所」になるために簡単にできることから
やってください。来年からやってください。お願いします。

個人 人事院

　2025年度の官庁訪問については、第１次試験合格者を対象に７月２日(水)から行われており
(第２次試験実施期間中は官庁訪問は行っていません)、その後、最終合格者発表日である８月
12日(火)に、最終合格者を対象に採用予定官庁による内々定が解禁されることとなっています。

なし 検討を予定 　今後、一般職大卒程度試験の日程の見直しについて検討を行うこととしています。

29 令和7年10月22日 令和7年11月17日
個人データの漏えい等報
告

いわゆる権限委任分野において、個人
データの漏えい等報告の先が事業所管
大臣としている場合があるが、そのよう
な分野において、事業とは無関係の個
人データの漏えい等については個人情
報保護委員会へ報告すれば足りるとし
て欲しい（その旨をガイドラインで明確
にしていただきたい）

個情法26条１項に基づく漏えい等報告については、いわゆる権限委任分野にお
いては、個人情報保護委員会ではなく、事業所菅大臣に対して報告することとさ
れている。
もっとも、「金融機関における個人情報保護に関するＱ＆Ａ」のQ5-3において
は、「金融機関自身の雇用管理情報や株主情報の中に含まれる「個人データ」
の漏えい等について、個人情報保護法第 26 条第１項に基づき漏えい等報告を
行う場合には、個人情報保護委員会に対して報告を行う必要があります。」とさ
れている。
この点、他の権限委任分野においては、そのようなQAがなく、どちらに報告すれ
ば良いのかが明確ではない。特に、信用分野や債権管理回収業分野において
は、事業所菅大臣の権限は、割賦販売法や債権管理回収業に関する特別措置
法において認められているものであり、これらの分野においては、従業員の情
報などの業法（割賦販売法や債権管理回収業に関する特別措置法）とは関係
のない個人データについては、個人情報保護委員会に漏えい等報告をすれば
足りるように明確にするべきである。

個人
個人情報保護

委員会

　漏えい等報告に係る個人データ（個人情報保護法施行規則第７条第３号に係るものであるとき
は、当該個人情報取扱事業者が取得し、又は取得しようとしている個人情報であって、個人デー
タとして取り扱われることが予定されているものを含む。）が当該個人情報取扱事業者自身の雇
用管理情報や株主情報の中に含まれるものであるときは、当該個人情報取扱事業者は、個人
情報保護委員会に対して報告を行う必要があり、権限委任先省庁に報告を行うのみでは、漏え
い等報告を実施したとは認められません。
　既に、委員会のHP（下記URLを御参照ください。）においてこの旨は記載しており、運用によっ
て明確化されていると認識しております。

https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kengenInin/

個人情報の保護に関
する法律施行令第34
条第３項

対応 制度の現状欄に記載のとおりです。

30 令和7年11月19日 令和7年12月18日

提案事項名 「行政官短期
在外研究員制度」におけ
る在職要件の緩和と選考
方法の見直し

行政官短期在外研究員制度の応募要
件から、現行の「在職6年以上」という規
定を撤廃し、職員の専門性や職務経験
を重視した選考方法に見直す。具体的
には、博士号取得者については、在職
期間を問わず、専門性を深めるための
研究計画や海外での研究実績を評価
する制度を設ける。また、語学力の証明
について、人事院による語学審査の代
わりに、受け入れ予定先の研究機関の
教授や所長からの招待状を有効な証明
書として認める。これにより、EBPM推進
に不可欠な専門人材の育成と活用を促
進する。

政府がEBPMを強力に推進する中で、専門的な知識とデータ分析能力を持つ人
材の育成・活用は喫緊の課題です。しかし、現行の「行政官短期在外研究員制
度」は、入省年次を基準とした画一的な要件が、多様なバックグラウンドを持つ
職員の能力を十分に引き出せていないという問題があります。
第一に、新卒一括採用を前提とした現行制度は、中途採用者や博士号取得者
の専門性を阻害しています。高度な研究能力を持つ博士号取得者が在外研究
制度を利用するには6年待つ必要があり、その間に専門知識が陳腐化するリス
クや国際的なネットワークを構築する機会を逸することにもなります。行政官とし
て、専門性を活かした政策立案に貢献してもらうためには、入省年次に関わら
ず、専門性を深化させるための研修機会を柔軟に提供することが不可欠です。
第二に、現行の語学審査方法では、実務的なコミュニケーション能力を評価しき
れていない可能性があります。語学審査は、実際に現地の研究者と連携し、専
門的な議論を行う能力とは必ずしも一致しません。受け入れ先の研究機関から
の招待状は、受け入れ先の教授や所長が、その職員の専門性や語学力、コミュ
ニケーション能力を評価し、ともに研究を進める意思があることの証明となりま
す。さらに、語学審査の結果よりも英語論文の執筆歴があることのほうが専門的
な能力の担保になります。これにより、派遣後のミスマッチを防ぎ、より実効性の
高い研究成果を期待できます。
以上の理由から、在職要件の緩和と選考方法の見直しは、EBPM推進に不可欠
な専門人材を育成し、行政の質を高めるための重要な一歩であると考えます。

個人 人事院

行政官短期在外研究員派遣要綱（昭和５３年11月17日人事院事務総長決定）では、短期在外
研究員の派遣予定者の選抜審査応募者について以下のように規定しております。
３　応募資格等
（１）応募資格
　一　短期在外研究員として派遣されることを希望する年度の４月１日において、職員として在籍
していることとなる期間がおおむね６年以上であること。

行政官短期在外研究
員派遣要綱（昭和５３
年11月17日人事院事
務総長決定）

対応不可

ご提案いただきました「行政官短期在外研究員制度」に関する在職要件の緩和および語学審査
方法の見直しにつきまして、制度の趣旨やご提案の背景に対するご理解とご関心に深く感謝申
し上げます。
本制度は、実務に精通した行政官が、さらなる能力向上を目的として海外の研究機関等で短期
研修を行うことを通じて、政策形成に資する知見を深めることを目的としております。そのため、
現行の在職「おおむね６年以上」という要件は、一定の行政経験を有する職員が、実務と理論を
架橋する形で研修成果を行政に還元することを重視した制度設計となっております。
ただし、専門性や職務経験等を総合的に勘案し、６年未満も含めた幅のある在職期間としていま
す。職員におかれては、まずはご所属の人事担当者とよくご相談いただく必要があります。
また、語学審査につきましては、研修先との円滑なコミュニケーションを確保するため、客観的か
つ公平な基準として人事院による審査を設けております。この審査では、能力測定試験のスコア
等、客観的な指標を用いて語学力を評価しており、こうしたスコアは多くの大学院博士課程にお
いても求められることがあり、一定の水準に沿った評価方法と考えております。
招待状や英語論文の執筆歴は専門性を示す重要な要素である一方、制度全体としての公平
性・透明性を担保する観点から、現行の審査方法を維持する必要があると判断しております。
ご提案の趣旨には、EBPM推進に向けた専門人材の育成という重要な視点が含まれており、今
後の制度改善に向けた参考とさせていただきます。引き続き、制度の趣旨に沿った形で、専門性
の高い人材の育成・活用に努めてまいりますので、今後ともご理解とご協力を賜りますようお願
い申し上げます。
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33 令和7年11月19日 令和8年1月21日

250906V12[4/4]市町村が
課税地目を変更した段階
で農業委員会に通知し、
農地の保全を図る

R7K5提案は、農地の地目変更登記申
請で許可書の添付がない場合には登
記官が農業委員会に照会しその回答を
まって登記をするのは迂遠であるから、
課税地目が非農地になっていて市町村
が農業委員会に通知していれば二重行
政になるし、されていなければ迅速な農
地の回復が不可能になるから市町村か
ら通知をすることにより登記官による照
会を省略すべきであるとしたものであ
る。／これに対して、農林水産省 法務
省 総務省は「固定資産税における地目
の認定は、賦課期日（1月1日）の現況
地目によるものであり、農地法における
違反転用として原状回復等の措置が命
じられているかどうかは考慮されませ
ん。」と回答し、課税地目が非農地に変
更→

→されていても登記官からの照会は省略できないとした。／では、なぜ市町村
は課税地目を変更する段階で農業委員会に事実の通知をしないのか？／「違
反転用の防止や是正措置の実効性の確保のため」には、「法務省と農林水産省
が協議の上、取り組むこととした」のと同様に、総務省と農林水産省が協議して
同様の取組みをするべきではないのか？／まして、現在のようにバックオフィス
連携の時代には、課税台帳上の地目変更を自動的に農業委員会に送信するこ
とは容易であるし、課税地目が個人情報として厳格に管理される必要もない。／
農地への回復を目論む農業委員会としては、農地の現況を把握している市町村
との連携を欲しているのではないか？／そもそも現況を公示する登記手続で現
況の変更に許可書を求めることが背理であって、登記申請前の現況変更の時
点で農業委員会が把握してこそ、農地を農地として保全できる。／すなわち、現
況が変更され、なおかつ登記申請がされるまで農地の変更を把握できていない
農業委員会の機能不全こそ問題にされるべきである。／膨大な税金を投じて農
地を改良し維持している日本の政策において、このような農地の放置プレイは根
本的な矛盾である。／したかって、市町村が課税地目を変更した段階で自動的
に農業委員会へ地目変更の事実を通知する仕組みづくりを進めるべきである。
／そして、市町村から農業委員会への通知を実現することによって、課税地目
が変更された農地の地目変更登記では許可書の添付と登記官から農業委員会
への照会を不要とすべきである。／登記官は課税台帳又は農業委員会が管理
する台帳を調査することによって、通知の事実を把握すればよい。

商業登記ゲン
ロン

農林水産省
総務省
法務省

　農地を農地以外の地目に変更する場合には、都道府県知事等の許可が必要とされています
（農地法（昭和27年法律第229号）第４条及び５条）。
　農地を農地以外の地目に変更するための地目に関する変更の登記の申請（不動産登記法（平
成16年法律第123号）第37条）がされた場合において、上記の農地法上必要な都道府県知事の
許可書等が添付されていないときは、登記官は、農業委員会に対して農地の転用に関する事実
について照会することとされています（昭和56年８月28日付け法務省民三第5402号民事局長通
達）。
　農業委員会は、農地台帳の正確な記録を確保するため、毎年１回以上、農地台帳について、
固定資産課税台帳答との照合を行うものとされています。（農地法施行規則（昭和27年農林省
令第79号）第102条）

農地法第４条、第５条
農地法施行規則第
102条
不動産登記法第37条
昭和56年８月28日付
け法務省民三第5402
号民事局長通達

対応不可

　前回の回答のとおり、現行運用は、農地以外の地目への変更の登記がなされると、農地法上
必要な転用許可がない場合であっても、登記前と比べて数倍以上の価格でこれを売却すること
ができるという実態に鑑み、地目の変更の認定の手続きを厳正に行うとともに、農地行政等の運
営との調和にも配慮することが望ましいと考えられ制定されたものです。

　御提案のように課税地目を変更した段階で、自動的に農業委員会へ課税地目変更の事実を
通知する仕組みを設けたとしても、前回の回答のとおり、固定資産税における地目の認定は、賦
課期日（１月１日）の現況地目によるものであり、農地法における違反転用として原状回復等の
措置が命じられているかどうかは考慮されないため、農地以外の地目への地目変更に関する表
示登記の申請がされた段階で登記官が農業委員会に対して農地の転用に関する事実について
照会する現行の運用が維持されないこととなれば、農地の保全に係る実効性の担保に著しい支
障が生じることから、現行の運用を廃止することは困難です。

　また、現状においても、固定資産課税台帳と農地台帳は毎年１回以上照合することを求めてい
るところ、ご提案のような随時両台帳を照会する仕組みを全国一律で適用することは、市町村に
過度な事務負担を求めることになるため、ご提案を受け入れることは困難です。

（なお、現行の運用において、登記官から農業委員会に照会があったときは、農業委員会は当
該照会後２週間以内に回答することとしており、照会に係る土地が違反転用され、原状回復命
令が発せられている場合にはその旨回答し、地目変更登記や所有権移転登記は認められない
ことになります。）

34 令和7年11月19日 令和7年12月18日

確定拠出年金 企業型確
定拠出年金制度における
管轄厚生局の指導の統一
化と標準的な企業型年金
規約の提供

・企業型確定拠出年金規約の承認審査
について、管轄厚生局（全国８箇所）毎
に指導内容が統一化されていない。例
えば、過去に厚生局に承認された事業
主掛金の設定方法について、異なる厚
生局に申請し否認されるケースが生じ
ている。厚生局によって見解が統一さ
れていないため、各厚生局との交渉が
複層化している。
・また同一の厚生局においても、過去に
承認を受けた年金規約と同じ内容で申
請して承認されない場合がある。
・指導の結果作成される企業型年金規
約の標準的な雛型がないことにより、厚
生局、運営管理機関の間で相応の時間
をお互いに費やしながら、確認作業を
行っており、双方の業務効率化を目的
として雛型の提供を要望するもの。

・過去に特定の地域を管轄する厚生局に承認された確定拠出年金制度を、他の
厚生局が管轄する地域の事業主と策定し否認されるケースにおいては、両地域
の事業主に不平等が生じないよう折衝・調整が必要になる。場合によっては否
認された制度を変更する運営管理機関や事業主も存在することを懸念してい
る。
・企業型年金規約の標準的な雛型がないことにより、厚生局、運営管理機関の
間で相応の時間をお互いに費やしながら、確認作業を行っており、働き方の観
点より検討を求めるもの。なお、現在は各社毎に企業型年金規約を作成してい
るが、法改正等の都度、各厚生局との膨大な調整・確認作業が発生している。
・個別に認められた制度内容（掛金設定方法など）については、企業型年金規
約の雛型や指導内容にフィードバックし、他の厚生局・他の事業主においても円
滑に承認いただくことを検討いただきたい。
本提案は法律の変更は要しないものであり、厚生労働省から各厚生局への通
知レベルで改善できるものではないかと考えている（雛型規約の提供は一定の
ロードはかかると思うが、実現は十分可能だと判断している）。
2022年度以降毎年の規制改革要望において「引き続き、企業型確定拠出年金
規約の記載例や指導内容等について適切に各厚生局へ情報共有を図ってまい
ります。」とご回答いただいているが、改善がみられないため継続して要望する
もの。

一般社団法人
日本損害保険

協会
厚生労働省

・企業型確定拠出年金規約は、厚生労働省が示している審査要領等に基づき、企業の所在地を
管轄する厚生局が審査、承認を行っています。厚生局において判断が難しい案件については、
随時厚生労働省へ疑義照会がなされ、当該疑義照会の回答を各厚生局へ共有しています。
・法改正への対応については、例えば、令和８年４月施行の法改正事項に関しては、令和７年12
月10日付企業年金・個人年金課事務連絡「確定拠出年金法施行令一部を改正する政令の公布
について」により、規約の記載イメージを示すなど、法改正に伴う規約改正事項を各厚生局へ都
度情報共有を行っています。

平成13年９月27日企
国発第18号「確定拠
出年金の企業型年金
に係る規約の承認基
準等について」、令和
３年８月６日年企発
0806第1号「企業型
DC加入者のiDeCo加
入の要件緩和に係る
対応について」

対応 引き続き、企業型確定拠出年金規約の記載例や指導内容等について適切に各厚生局へ情報
共有を図ってまいります。

36 令和7年11月19日 令和7年12月18日
マイナポータルで国勢調
査に回答できるようにする
こと

マイナポータルで国勢調査に回答でき
るようにすること。紙で回答するのは希
望者のみとすること。国勢調査の調査
人を廃止すること。

制度設計が昭和で止まっていて、時代に合っていない仕組みは、変えていきま
しょう。

個人 総務省
国勢調査は国勢調査員がその担当区域内にある世帯に調査関係書類を配布し、世帯はイン
ターネット回答、郵送提出、調査員提出のいずれかの方法によって回答することとしております。

国勢調査令第６条及
び第10条

検討を予定
令和７年国勢調査の実施状況を踏まえ、引き続き時代に即した調査手法の改善を検討してまい
ります。

37 令和7年11月19日 令和7年12月18日 国勢調査のデジタル化

国勢調査の調査員の戸別訪問を廃止
し、インターネットによる回答を原則とす
る。インターネットを使えない場合は、市
役所などでの申告や支援センターを設
置することにより、機能を果たす。

近年のデジタル化の発展、また地域住民の防犯意識の向上により、戸別訪問
は望ましいやり方ではない。また、調査員を装っての犯罪行為もすることが出き
る。

個人 総務省
国勢調査は国勢調査員がその担当区域内にある世帯に調査関係書類を配布し、世帯はイン
ターネット回答、郵送提出、調査員提出のいずれかの方法によって回答することとしております。

国勢調査令第６条及
び第10条

検討を予定
令和７年国勢調査の実施状況を踏まえ、引き続き時代に即した調査手法の改善を検討してまい
ります。



制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

備考提案理由
提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果

提案の具体的内容

39 令和7年11月19日 令和7年12月18日
労働基準監督署における
労働法令等の見解統一

最低賃金改定日における深夜勤務の
時給取扱い、深夜勤務従業員の有給休
暇の時給計算、月所定労働時間・日数
の計算方法等、労働基準監督署毎に見
解が異なるため、ガイドラインや通達に
て解釈を明確化し、見解を統一していた
だきたい。

全国にてフランチャイズビジネスを展開する企業において、労働基準監督署毎
の見解の違いが問題となっている。具体的には、労働時間の計算方法や最低
賃金の改定日、深夜勤務従業員の有給休暇の計算方法等に関して、労働基準
監督署毎に異なる解釈が存在し、その都度システムの瑕疵を指摘され、システ
ム改修を求められることが発生している。このような状況はフランチャイズ加盟
店の本部に対する不信感を招き、フランチャイズビジネス全体に悪影響を及ぼし
ていることから、ガイドラインや通達にて解釈を明確化し、見解を統一していただ
きたい。労働基準監督署の見解が全国にて統一されることにより、企業は一貫
した基準に基づきシステムを構築・運用することが可能となり、システム改修の
頻度が減少し、コスト削減や業務効率の向上が期待される。また、労働者にとっ
ても一貫した労働条件が保証されることにより、安心して働くことができる環境が
整備されるため、労働環境の改善にも繋がると考える。

一般社団法人
日本フランチャ
イズチェーン協

会

厚生労働省
労働基準関係法令にかかる疑義照会を受けた場合には、関係法令の解釈の明確化に努めると
ともに、当該疑義照会に対する回答により示した解釈については、都道府県労働局等に情報共
有しています。

なし
現行制度下
で対応可能

制度の現状欄に記載のとおり運用しており、引き続き、現場においても必要な理解が共有される
よう、必要な対応を行うとともに、都道府県労働局等に対する情報共有を図ってまいります。

41 令和7年11月19日 令和7年12月18日
給与支給状況照会におけ
る回答様式の統一

自治体からの「給与等の支払状況の照
会・調査」に対する回答は任意様式に
て行われているが、企業側の業務負担
軽減の観点から、回答様式を統一して
いただきたい。

給与支給状況の照会に関しては、自治体毎に異なる回答様式が存在し、企業
側にとって大きな業務負担となっている。特に、フランチャイズビジネスを展開す
る企業においては、照会対象者がフランチャイズ加盟店の従業員である場合、
雇用主が異なるため、回答に時間を要することが多く、フランチャイズ本部の負
担となっている。そこで、回答様式を統一するとともに、回答様式に「フランチャイ
ズビジネスの場合は雇用者(雇用店舗)への照会を依頼したい」という趣旨の文
言を含めることを検討いただきたい。前述により、自治体からの照会・調査に迅
速かつ正確に対応でき、業務効率が向上し、結果として経済活動の活性化に繋
がると考える。

一般社団法人
日本フランチャ
イズチェーン協

会

総務省

　地方税法における滞納処分は国税徴収法の例によることとされています。
　財産調査で用いる照会（回答）様式については、全国地方税務協議会（現：地方税共同機構）
において統一様式が取りまとめられており、加えて、「税務システム標準仕様書（第5.0版）」にも
同様に定められているところです。
　これらの統一様式の使用について、各地方団体には積極的に取り組んでいただくよう通知等で
要請しているところです。

国税徴収法第141条 対応
　地方公共団体情報システム標準化に係る対応について、地方公共団体は、標準仕様書に適
合した標準準拠システムに令和７年度末までに移行することとされています。

43 令和7年12月17日 令和8年2月19日

「「トレーラーハウス等の
規制のあり方に関する検
討会」報告書」をウェブ上
に掲載する

「「トレーラーハウス等の規制のあり方
に関する検討会」報告書」 (以下「報告
書」という。)をウェブ上に掲載し、特定
行政庁を含む関係者に周知文書を再度
送付する。

　過去に、都市計画法における市街化区域において、通常の「建築物」の場合な
らば用途地域による制限が生じる用途に、「キャンプ場で利用されるトレーラー
ハウスは建築物ではない」との論拠で、当該用途に供そうとした事業者が存在し
たことが発端となり、建設省の通達(平成9年住指発第170号)の運用上において
混乱が生じました。
　その後平成11年2月にOTO（市場開放問題苦情処理制度）関係省庁において
「トレーラーハウス等の規制のあり方に関する検討会」が設置され、平成11年12
月14日付で報告書がまとめられました。
　OTOの市場開放問題苦情処理推進会議第6回フォローアップ(平成12年12月7
日)によれば、「報告書を必要に応じて報道関係者、トレーラーハウス輸入業者、
商工会議所等の関係者に送付した。また、OTOのホームページに報告書を掲載
した。」とあります。しかし、現状、OTOのホームページでは報告書は見つかりま
せん(私は2024年8月に内閣府あてにメールで報告書の掲載場所を問い合わせ
しましたが、いまだに返事がありません。)。
　国交省も規制改革ホットラインの回答の中で報告書を引用しており(例:管理番
号261216031)、報告書は非常に有用であると考えられます。
　25年以上も経過し、報告書を保管している関係者も少ないと考えられます。報
告書の存在自体を知らない関係者も増えていると思います。
　以上のことから、表題の通り提案します。

個人 内閣府

【報告書のウェブ上への掲載】
「『トレーラーハウス等の規制のあり方に関する検討会』報告書」は、以下のウェブページに掲載
されております。
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/oto/japanese/hokokusyo/threport01.pdf
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/oto/japanese/hokokusyo/threport02.pdf
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/oto/japanese/hokokusyo/threport03.pdf
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/oto/japanese/hokokusyo/threport04.pdf
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/oto/japanese/hokokusyo/threport05.pdf
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/oto/japanese/hokokusyo/threport06.pdf

平成９年３月31日付け
住指発第170号

【報告書の
ウェブ上へ
の掲載】対
応

【関係者へ
の周知文書
の再度送
付】検討を予
定

【報告書のウェブ上への掲載】
制度の現状欄に記載のとおりです。

【関係者への周知文書の再度送付】
報告書について、特定行政庁含む関係者への周知を検討いたします。

44 令和7年12月17日 令和8年1月21日

地方公務員及び国家公務
員共済組合が銀行預金口
座から現金引出しする際
の小切手交付の廃止

・公務員共済組合が現金引出しを行う
際、法人キャッシュカード（銀行ATM）を
利用する業務フローを許容すべく、出納
業務に関する手続きの改正を要望
・合わせて、総務省自治行政局公務員
部福利課長通知「令和6年度における
地方公務員共済組合の事業運営につ
いて」に準拠した、法人キャッシュカード
利用の業務フロー策定・通知発出を検
討頂きたい

・現行では、公務員共済組合が例えば少額（数百円程度）の収入印紙を購入す
る場合であっても、「小切手を発行し、経理担当者が当該小切手を銀行窓口（ま
たは取次ぎによる届け金依頼）で現金を引出し、その後、近隣の郵便局に収入
印紙を購入しに行く」という小切手を用いた現金引出しの業務フローが必要（国
家公務員共済組合法施行規則第四十五条第二項、地方公務員共済組合法施
行規程第四十八条第二項）。
・上記は、公務員共済の経理担当者にとっても、小切手を受け入れて現金を払
い出す金融機関にとっても、非効率な業務フローとなっており、双方にとって大
きな負担であるため、小切手交付義務の廃止を要望するもの
・本件要望は、全銀協で進めている「2026年度末までの小切手全面電子化」方
針とも合致する内容
・小切手交付義務の廃止に合わせて、代替手段となりうる法人キャッシュカード
（銀行ATM）の利用を許容することの明確化も要望したい。法人キャッシュカード
利用の明確化にあたっては、地方公務員共済組合については、上記通知（総行
福第9号）の第6項(2)「（資金を扱う業務において）職員相互間及び管理監督者
のチェック方法を再検討し、（略）事故防止対策を図る」旨の規定等にも準拠した
適切な業務フローの策定・通知発出をご検討頂きたい（国家公務員共済組合に
おいても同様の検討をお願いしたい）
・なお、法人キャッシュカードは一日あたりのATMでの引き出し金額上限を900万
円以内で設定可能であり、適正な上限設定と法人キャッシュカード現物の管理
体制を整備することで、小切手廃止に伴い懸念し得る職員による横領リスクなど
は防止できると考えられるもの

都銀懇話会
財務省
総務省

【国家公務員共済組合について】
①　小切手の原則利用については、「国家公務員共済組合法施行規則及び厚生年金保険法等
の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令
の一部を改正する省令（令和７年財務省令第63号）」によって既に見直し（国家公務員共済組合
法施行規則第45条第２項の廃止）を行ったところであります（令和７7年10月１日施行）。
②　現金支払を行う場合における現金化の手段については、「払戻請求書による銀行口座から
の引出し」を追加したところです。（令和７7年10月１日適用）。

【地方公務員共済組合について】
①②全銀協で進めている「2026年度末までの小切手全面電子化」を受け、現金支払を行う場合
における現金化の手段について、昨年９月に省令を改正し、支払方法を原則小切手から口座振
込等に変更した上で、「払戻請求書による銀行口座からの引出し」を追加したところであります。

【国家公務員共済組
合について】
①　国家公務員共済
組合法施行規則第45
条第２項
②　国家公務員共済
組合法施行規則第35
条、国家公務員共済
組合法等の運用方針
施行規則第35条関係

【地方公務員共済組
合について】
地方公務員等共済組
合法施行規程第48条

【国家公務
員共済組合
について】
①対応
②対応不可

【地方公務
員共済組合
について】
①対応
②対応不可

【国家公務員共済組合について】
①　ご指摘の国家公務員共済組合法施行規則第45条は、従来、組合の支払手段として小切手
振出を原則とする旨を規定しておりましたが、手形・小切手帳の発行終了を見据えて、同条を削
除する省令改正を公布・施行致しました。
②　横領などのリスク回避の観点から法人キャッシュカードの利用は困難であると考えておりま
す。

【地方公務員共済組合について】
①制度の現状に記載のとおり昨年省令改正を行ったところです。
②横領などのリスク回避の観点から法人キャッシュカードの利用は困難であると考えておりま
す。
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45 令和7年12月17日 令和8年1月21日
地方公務員及び国家公務
員共済組合のペイジー利
用促進

・インターネットバンキングでのペイジー
機能の利用を可能とするための業務フ
ローの策定、並びに当該ペイジー機能
の利用促進を、例えば「地方公務員共
済組合の事業運営について」において
通知頂きたい
・国家公務員共済組合においても当該
ペイジー機能が利用されておらず、同
様のご対応を要望したい

・「地方公務員共済組合の事業運営について」においては、地方公務員共済組
合がインターネットバンキングを利用する際、支払いの決定行為を複層的に
チェックする体制の整備が求められている。一方、インターネットバンキングによ
るペイジー納付は、マルチペイメントネットワークを使用するため、「申請者⇒納
付実行」というフローとなっており、複層的なチェック体制を有するフローとはなっ
ていないもの
・上記により、地方公務員共済組合では、インターネットバンキングによるペイ
ジー納付の利用が促進されず、税公金の支払いに際しては、銀行窓口への持
ち込み、または取次による依頼で納付手続きを実施している状況であり、双方に
事務負担が発生している
・上記事務負担解消のため、例えば、「納付書と合計金額を上席者が確認した
上で申請者がペイジー納付を行い、払い済み履歴の納税番号をダブルチェック
する」など、「地方公務員共済組合の事業運営について」が定める複層的チェッ
ク体制に準拠した業務フローを策定した上で、インターネットバンキングのペイ
ジー機能利用を許容・促進する通知を発出頂きたい
・また、国家公務員共済組合においても、ペイジー利用が普及していない状況に
あることから、同様の運営になっているものと推察され、同じくペイジー機能の利
用を許容・促進する通知などの発出をご検討頂きたい

都銀懇話会
総務省
財務省

地方公務員共済組合ではインターネットバンキングを利用したペイジーによる支払いが行われて
おります。具体的には、提案者から言及のありました通知に基づいて、１人の職員ですべての事
務を行うことのないよう、複層的チェックを行いながら、インターネットバンキングを利用したペイ
ジーによる支払いを行っております。

国家公務員共済組合においても、インターネットバンキングを利用したペイジーによる支払いは
可能となっており、複層的なチェックを図りつつ、すでにペイジーによる支払いは行われておりま
す。

なし
現行制度下
で対応可能

制度の現状欄に記載のとおりです。

46 令和7年12月17日 令和8年1月21日 書面押印規制の見直し

・『地方公共団体における押印見直しマ
ニュアル」【初版】の改訂等により、国の
既存の取組を仔細に伝える等、地公体
に対して、可能な限り具体的に書面押
印の廃止方法を指南することで、地公
体の規則や業務フロー改正を支援頂き
たい。

・2020年以降の新型コロナウイルス蔓延により、中央省庁においては、規制改
革・行政改革担当大臣の働きかけにより、書面の押印廃止・省略が進んだ。
・一方で、地公体における押印廃止・省略は徹底されておらず、多数の地公体に
おいて、中央省庁と異なり、見積書・請求書等における押印がいまだに求められ
るケースが多い。
・尚、前述の『地方公共団体における押印見直しマニュアル』【初版】では、「(ⅰ)
押印見直しの判断基準」において、以下のように記載されている。
〈※３：見積書、請求書等の支出根拠書類の押印見直しに係る対応〉
支出根拠書類の押印見直しに係る対応については、今般の国の取組に準じる
と、ID・パスワードによる認証を経たオンライン対応や利用アドレス登録を行った
eメールによる書類の提出等により行うことが想定されます。また、入札参加者
に対して印鑑を登録させ、支出根拠書類の印鑑と照合している場合について
も、その手法自体について検証することも考えられます。
地方公共団体においては、国の見積書、請求書等の押印見直し事例等を参考
にしながら、各団体の実情を踏まえ、支出根拠書類の押印見直しに係る対応を
検討することが求められます。

都銀懇話会
内閣府
総務省

【マニュアルの改訂について】
内閣府及び内閣官房では、令和２年12月18日に、「地方公共団体における押印見直しマニュア
ル」を策定し、地方公共団体に周知するとともに、内閣府ウェブサイトに公表しています。

【支出根拠書類の押印見直しに係る対応について】
地方公共団体における支出根拠書類の様式については、地方自治法令で定められているもの
ではなく、各地方公共団体の条例や規則等において定められているものと承知しています。

なし

【マニュアル
の改訂につ
いて】
その他

【支出根拠
書類の押印
見直しに係
る対応につ
いて】
現行制度下
で対応可能

【マニュアルの改訂について】
「地方公共団体における押印見直しマニュアル」については、規制改革推進会議における議論も
踏まえつつ、その内容について必要に応じて周知や見直しを行ってまいります。

【支出根拠書類の押印見直しに係る対応について】
デジタル時代に向けた規制・制度見直しの一環として、地方公共団体の行政手続について、業
務そのものの見直しや効率化を行うことは重要であると考えます。
その上で、見積書・請求書等の押印見直しについては、総務省より発出している「地方公共団体
における書面規制、押印、対面規制の見直しについて（令和２年７月７日付け）」等を参考にして
いただき、各地方公共団体において適切にご判断・ご対応いただくものと考えています。

47 令和7年12月17日 令和8年1月21日
入札の指名停止情報の
データベースを作る。

入札を実施する行政機関の職員だけが
閲覧できる指名停止情報のデータベー
スを作る。

指名停止を受けていないことを信用性を担保するため、入札参加資格の要件と
して設ける入札が多いですが、事業者が指名停止を受けた情報を網羅的に把
握できる全国的なデータベースが見当たらないようです。このような指名停止情
報のデータベースを例えば電子調達システムに作れば、入札参加資格の審査
がとても効率的にできると思います。入札を実施する行政機関の職員だけが閲
覧できれば、指名停止期間を経過した事業者に対する風評被害も防げると思い
ます。入札事務の効率化のために実現をよろしくお願いいたします。

個人 デジタル庁

　指名停止情報を登録・閲覧する機能は、職員側の機能として調達ポータルに実装してありま
す。当該機能は当初、調達ポータルの管理権限をもつ職員のみが利用可能でしたが、利便性向
上を図るため、令和５年３月に調達ポータルの一般権限からでも利用できるよう改修しました。
　また、令和５年２月３日に書面開催した「政府調達（公共事業を除く）手続の電子化推進省庁連
絡会議専門部会（第49回）及びシステム設計ＷＧ（第70回）」において、当該機能改修と積極的
な利用について周知しています。
　調達ポータル官側画面「事業者情報」のところにある「指名停止情報等の検索・設定」ボタンか
ら当該機能をご利用いただければと思います。詳細は、操作マニュアル「調達ポータル 使い方
編」p29を参照してください。

なし
現行制度下
で対応可能
対応

実装済みの機能です。

48 令和7年12月17日 令和8年1月21日

教員免許は書面ではな
く、国の IT システムで有
資格者であることを照会
することを徹底すること

福岡県須恵町の中学校の補助教員
が、採用に応募した際、偽造された教員
免許を提出したとして偽造有印公文書
行使の疑いで逮捕されましたが、地方
公共団体で教員を採用する場合、書面
ではなく、国の IT システムで有資格者
であることを照会することを徹底するこ
と。

紙の教員免許は偽造されるため、審査には適切ではないと思います。
紙の教員免許を廃止して、マイナンバーを活用する方法も必要と思います。

個人 文部科学省

教育職員免許法（昭和24年法律第147号）第３条第１項において、「教育職員は、この法律により
授与する各相当の免許状を有する者でなければならない。」とされているため、基本的に教育職
員を採用する際には、各教員採用権者において、免許状の確認が行われています。また、免許
状の様式は、教育職員免許法施行規則（昭和29年文部省令第26号）第72条第１項において、
「普通免許状の様式は、別記第１号様式のとおりとする。」と規定されており、別記第１号様式に
おいて、免許状に記載すべき事項等が定められています。
その上で、免許状を発行する媒体については特段の定めはないものの、現状、免許状の授与権
者である都道府県において、紙による免許状が発行されています。

教育職員免許法第３
条第１項
教育職員免許法施行
規則第72条第１項

検討を予定

教員免許の申請に係る手続については、都道府県の事務負担を軽減するため、国家資格等情
報連携・活用システムを活用することについて検討しているところであり、教員免許事務における
マイナンバーの活用により、将来的にデジタル資格者証による免許状の有効性の確認が可能に
なることが見込まれます。



制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

備考提案理由
提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果

提案の具体的内容

49 令和7年12月17日 令和8年1月21日 12．「在留カード等番号失
効情報照会」の機能拡充

・出入国在留管理庁「在留カード等番号
失効情報照会」の機能拡充、または新
たなシステムの構築等により、在留カー
ドの再交付により在留カード番号が変
更になった場合であっても、変更前の
番号による照会を可能とする。
・また、在留外国人の在留期間管理の
効率化のため、現状１件ずつの照会の
みが可能とされている同照会システム
につき、一括照会を可能とする。

○「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問（ＦＡＱ）」に
おいて、「在留外国人の場合を含め、将来口座の取引の終了が見込まれる場合
には、当該口座が売却され、金融犯罪に悪用されるリスクを特定・評価し、適切
なリスク低減措置を講ずる必要がある」とされている。
○これに基づき、銀行は、在留外国人の在留期間を顧客管理システム等により
管理し、当該顧客に対し、在留期間を更新しない場合は在留期間満了前に口座
を解約すること、および在留期間を更新する場合は更新後の在留期間を届け出
ること等を要請している。
○しかし、在留外国人が失踪や帰国したことにより在留資格を喪失した場合、銀
行に在留資格喪失に係る情報が提供されないケースがある。このため、在留期
間の定めのある外国人顧客が、在留期間を満了または更新する場合に、預金
口座を保有する銀行に対し、当該事項に関して届け出るよう、まずは出入国在
留管理庁において、継続的に周知徹底していただきたい。
○また、2024年12月、警察庁より各金融機関に対し、在留期間が満了した外国
人名義の預金口座の悪用を防止するための具体的措置について、通知文が発
出された。こうした要請を踏まえ、銀行は、在留期間管理を強化している。
○こうしたなか、銀行は、出入国在留管理庁「在留カード等番号失効情報照会」
を活用し、在留カード番号の有効性（在留資格の有無）を確認することがあるも
のの、在留カードの再交付により、在留カード番号が変更になった場合、「在留
カード等番号失効情報照会」を活用することができない。「在留カード等番号失
効情報照会」の機能拡充、または新たなシステムの構築等により、変更前の番
号による照会（在留資格の有無の確認）を可能としていただきたい。
○なお、「在留カード等番号失効情報照会」は現状１件ずつの照会とされている
ため、例えば技能実習生等が団体で口座開設等する際に、確認作業に時間を
要している。複数の在留カード等番号につき、一括照会が可能となれば、在留
外国人の在留期間管理の効率化にもつながる。
　昨年度要望に対し、法務省は、一括照会（複数の在留カード番号の照会）につ
いて「検討を予定」と回答しており、早期に検討を進めていただきたい。

一般社団法人
全国地方銀行

協会
法務省

　「在留カード等番号失効情報照会」において、失効した在留カード及び特別永住者証明書（以
下「在留カード等」という。）の番号を確認するための情報を提供しており、当該番号から再交付
等で新たな番号が付与された場合に以前の番号と連携することについては対応していません。
また、照会は１件ごとに行う形となっており、一度に複数の照会を行うことには対応していませ
ん。

出入国管理及び難民
認定法施行規則第19
条の14

【以前の番
号との連携
について】対
応不可
【複数番号
の照会つい
て】検討を予
定

　「在留カード等番号失効情報照会」については、把握されている在留カード等の番号が失効し
ているか否かを確認するためのものであり、それ以上の対応は困難です。
　なお、複数の在留カード等番号の照会については、引き続き技術的な対応の可否やコスト等を
確認しつつ、検討を予定しています。

50 令和7年12月17日 令和8年1月21日
28．行政機関等からの口
座振替依頼や振込依頼等
の電子化（ｅ）

・行政機関等からの口座振替依頼や振
込依頼等について、書面を廃止し電子
化する。
(e) 地方公共団体からの国民健康保険
団体連合会指定の振込用紙による振
込依頼

○現状、行政機関等からの口座振替依頼や振込依頼等が書面で送付され、書
面ベースでの事務処理に係る負担（現物保管、期日管理等に係る負担）が課題
となっている。例えば、以下のようなケースがある。
(e) 地方公共団体からの国民健康保険団体連合会指定の振込用紙による振込
依頼
　地公体から各都道府県の国民健康保険団体連合会（以下、国保連）への振込
については、多くの地公体において、銀行の営業店に対し、書面により依頼され
ている。また、振込人名の前に、指定の10桁の番号を入力して送金することを求
められ、銀行が当該10桁の番号を手入力している。振込用紙は国保連指定の
書式となっており、銀行の振込用紙と異なるため、１件ずつ振込処理する必要が
あるほか、さらに、国保連の取りまとめ金融機関あてに、納入済通知書を郵送す
る必要があり、事務負担となっている。
　昨年度要望に対し、厚生労働省は「いただいた提案については国民健康保険
中央会を通じて国保連へ情報提供した」と回答いただいているが、一部地域で
は書面からデータ伝送による振込への切替えが進んでいるものの、対応に改善
が見られない地域も未だ多い。同省は、「好事例などを横展開することは、事務
負担軽減等にも資することになるため、今後、国民健康保険中央会を通じて国
保連に周知したいと考えている」とも回答いただいているため、そのような活動を
通じて、全国的に電子化が進むよう推進いただきたい。
○口座振替依頼や振込依頼が書面ではなく電子化されれば、銀行はもとより、
口座振替・振込を依頼する行政機関等においても、事務負担の軽減や郵送費
用の削減等につながると考える。

一般社団法人
全国地方銀行

協会
厚生労働省

　地方公共団体から国民健康保険連合会（以下、国保連）への振込方法については、各国保連
により状況が異なっています。国保連が指定する振込用紙はありますが、国保連に確認したとこ
ろでは指定する様式の使用を必須とはしていません。
　多くの国保連では、インターネットバンキング、ファームバンキングによる送金、口座振替の全
て又は一部を導入しています。また、現在インターネットバンキングなどを利用していない国保連
についても、導入に向けて検討しているものと承知しています。

なし
現行制度下
で対応可能

　多くの国保連では、インターネットバンキング、ファームバンキングによる送金、口座振替の全
て又は一部を導入していますが、各国保連において対応可能な振込方法の種類は異なってお
り、対応可能な振込方法のうちどの方法を選ぶかは保険者の判断となります。
　国保連が口座を保有する銀行で振込用紙を使用することにより、手数料が無料となるため利
用しているケースもありますが、インターネットバンキング等電子取引を利用する国保連や地方
公共団体が増加することは、地方公共団体、金融機関及び国保連の事務負担軽減にも資する
ことになります。
　インターネットバンキング等電子取引のシステムを導入していない国保連については、積極的
に導入するよう国民健康保険中央会を通じ周知を行い、取引の電子化が一層進むよう推進して
いきます。
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34．e-Tax、eLTAXの利便
性向上（ＵＩ・ＵＸの改善、
利用者へのサポート体制
拡充、事務フロー共通化
等）

・電子納付の推進に向け、eLTAXにつ
いて、ＵＩ・ＵＸの改善や利用者へのサ
ポート体制の拡充を行う。また、e-Tax、
eLTAX間での事務フローの標準化等を
行う。

〇地方銀行の窓口には、国庫金と地方公金とを合わせて、未だに年間9,000万
件以上の納付書が持ち込まれており、大きな事務負担を強いられている。この
ような社会的なコストを低減させていく観点から、電子納付の一層の推進が求め
られる。
○電子納付の推進にあたり、特にeLTAXへの初期登録のハードルが高く、ネッ
クとなっている。そのため、eLTAXに関して、利用者目線に立ったＵＩ・ＵＸの改善
を進めるとともに、例えば以下のような観点から、利用者へのサポート体制を拡
充してほしい。
　・ヘルプデスクの体制強化（電話のつながりやすさの改善）、利用者への周知
徹底
　・利用者への訪問や、オンラインによるサポートの導入
　・デモ画面（体験版）の提供（e-Taxでは、「体験コーナー」が設置済み）
○また、納税者が電子納付に移行するためのインセンティブを高めるため、国
税・地方税の手続きをシームレスかつ簡便に行えるようにしてほしい。その観点
から、e-TaxとeLTAXとの間での事務フローの標準化等を検討いただきたい。

一般社団法人
全国地方銀行

協会

総務省
財務省

　地方税は地方団体が、国税は国が、それぞれ課税徴収の責任を有し、それぞれが異なる税目
で構成されているため、地方税については全ての地方団体が接続・参画するeLTAXによって、国
税については、国税庁が設置するe-Taxによって税務手続を電子的に行う仕組みを構築してい
ます。

なし 検討を予定

　eLTAXの利便性向上については、納税者の利便性に資するよう、ニーズや費用対効果等を踏
まえて、eLTAXを管理運営する地方税共同機構と引き続き連携・検討してまいります。
　なお、地方税共同機構からは、継続したホームページ情報の充実を図り、令和８年９月予定の
eLTAXの次期更改に合わせて、納税者の利便性向上に資するよう、メンテナンス時間を除き24
時間365日のシステム運用を開始するなど、更なる運用強化が図られると聞いています。
　また、国税との連携強化について、令和９年１月１日以降、市区町村に提出された給与支払報
告書がeLTAXを介して国税に連携されるようになるなど、引き続き、地方団体や国税当局とも連
携しながら、納税者目線に立った税務手続の利便性向上に積極的に取り組んでまいりま
す。
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35．地方公共団体による
財政融資金の元利金納付
に関するペイジー利用の
推進

・地方公共団体による財政融資金の元
利金納付について、ペイジー利用を推
進するため、納付方法をペイジーに一
本化する。もしくは、財務省から地公体
へのペイジー利用の勧奨等を行う。

〇地方公共団体が財務省から借り入れた財政融資金については、元利金納付
時にペイジーを利用できることとされている。他方で、地公体のＩＢ導入が進んで
いないこと等から、元利金納付時にペイジーが利用されることもほぼないのが実
情。
○このため、元利金納付時には銀行の窓口に納付書が持ち込まれており、事務
負担が生じている。ペイジーを活用すれば、銀行の事務負担軽減になるほか、
地公体側においても納付書の作成・持込みにあたっての手間を軽減することに
つながる。
○そのため、元利金納付方法をペイジーに一本化することや、貸し手である財
務省から地公体へのペイジー利用の勧奨等を通じて、ペイジー利用を推進して
ほしい。

一般社団法人
全国地方銀行

協会
財務省

 財政融資資金の元利金納付については、ペイジーによる電子納付を利用する場合、納付日の
25営業日前までに財務大臣への届け出が必要です。現行制度では、窓口納付と電子納付の選
択制となっています。

財政融資資金の管理
及び運用の手続に関
する規則（昭和49年7
月9日大蔵省令第42
号）第41条の2、第42
条の2

対応

　従来より財政融資資金の元利金納付に係る電子納付（ペイジー）利用について地方公共団体
への周知を行ってきましたが、行政の効率化・合理化の観点に加え、地方公共団体の利便性向
上や金融機関の事務効率化にも資することから、令和３年３月に事務連絡を発出し、財務局を
通じて積極的な利用を推奨し、一層の利用促進に取り組んでおります。
  なお、将来的に電子納付を原則とする方向で検討を進めており、今後も継続して、広報誌への
掲載や説明会等を通じて、地方公共団体への周知・勧奨を強化します。



制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

備考提案理由
提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果

提案の具体的内容
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42．歳入代理店等として
受け入れた国庫金に関す
る書類の提出期限の延長

・歳入代理店等として受け入れた国庫
金に関する書類について、日本銀行へ
の提出期限を延長する。

○日本銀行の歳入代理店等においては、受け入れた国庫金について、受入後
２営業日以内に「歳入金等受入合計表」等を日銀に対して郵送で提出する必要
がある。日銀においては、提出を受けた「歳入金等受入合計表」等をＯＣＲ処理
し、各省庁への送金を行っている。
○日銀への２営業日以内の郵送にあたっては、銀行において、行内での取りま
とめ作業等の事務負担が非常に大きい。また、いわゆる2024年問題等による物
流網の制約によって、対応にあたってのハードルが一層上がっている。
〇２営業日以内という提出期限が定められているのは、各省庁が早期の送金を
求めているためと拝察するが、１～２営業日程度の延長であれば、財政に与え
る影響も軽微であると考えられる。
○なお、地公体に提出する納税関連書類については、上記のような環境変化等
を踏まえ、指定金融機関等と地公体との間で、提出期限の緩和に向けた交渉が
進んでいる。
○以上を踏まえ、財務省におかれては、国庫金に関する書類の日銀への提出
期限の延長（受入後３～４営業日以内とする等）を検討してほしい。

一般社団法人
全国地方銀行

協会
財務省

国庫金の受入れに関する書類については、政府資金への計上を早期に行う観点から、日本銀
行への提出期限を受入日から２営業日以内としているところです。

なし 対応不可

　国庫金の受入れは、金融機関の事務負担軽減及び行政効率化に資するように、受入れに関
する書類を送付する必要がない国庫金の電子納付の推進を現在積極的に実施しております。
引き続き、金融機関の事務負担軽減にも資するよう、国庫金の電子納付を推進してまいります。
　なお、提出期限を延長した場合、政府資金への計上時期が遅れることで、不要な資金調達が
発生するため、慎重に検討する必要がございます。

55 令和7年12月17日 令和8年1月21日
「光回線再利用」のワンス
トップ化

「光回線再利用」は、ＮＴＴ東日本・西日
本の引込線を利用する光回線事業者と
光コラボレーション事業者の間で、利用
者が事業者を乗り換える際に必要で
あった、電柱からの引込線の新設・撤
去工事を不要とすることで、事業者を乗
り換えしやすくする目的で導入された。
しかしながら、実際には、利用者が事業
者に対して「光回線再利用スキーム」で
他事業者への乗り換えを希望した場合
に、料金の割引やキャッシュバックなど
の強い引き留め活動が行われており、
利用者のスムーズな乗り換えが阻害さ
れている。このため、携帯電話の番号
ポータビリティで採用されている「MNPワ
ンストップ」のような利便性の高い公正
な仕組みの導入を提案する。

総務省資料「引込線転用スキーム（光回線再利用スキーム）の取組状況につい
て」（https://www.soumu.go.jp/main_content/001007184.pdf）によれば、「引込
線転用スキーム（光回線再利用スキーム）」は、光回線事業者・光コラボレーショ
ン事業者間で、利用者が事業者変更を行う場合に必要となる、電柱からの引込
線（屋内配線を含む。）の新設・撤去工事を不要とすることで、事業者を乗り換え
しやすくすることを目的としており、利用者利便が向上するものと説明されてい
る。
しかし、利用者が光回線事業者の乗り換えを円滑にするための仕組みである
「光回線再利用スキーム」が導入された後も、この仕組みを利用しようとする際
に、料金の割引やキャッシュバックなどの強い引き留め活動が行われており、利
用者の円滑な乗り換えは実現していない。
このため、「光回線再利用」の利用を促進することで、利用者利便の向上を図る
ため、携帯電話の番号ポータビリティで採用されている「ＭＮＰワンストップ」
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/keitai_portal/gimonkaiketsu
/q_1.html のような、利用者にとって利便性の高い公正な仕組みの導入を提案
する。
これにより、光インターネット回線市場の競争が一層促進されることになるため、
利用者は、より安価で利便性の高い光インターネットサービスを円滑かつ容易に
選択できるようになる効果が期待される。

会社・団体 総務省

「引込線転用スキーム（光回線再利用スキーム）」につきましては、NTT東日本・西日本の加入光
ファイバ設備を利用してFTTHアクセスサービスを提供する接続事業者・光コラボ事業者間にお
いて、利用者が事業者変更を行う場合に生じる引込線の新設・撤去工事を不要とすることで、事
業者変更を円滑に行うことができる環境を整備し利用者利便の向上を図ることを目的としたス
キームであり、総務省がオブザーバー参加しつつ実施した関係事業者間の協議の結果、2025年
の２月に運用が開始されたものです。
同スキームを利用する場合、利用者は、現在のサービス提供事業者から承諾番号の払い出しを
受け、変更先の事業者に同番号と合わせて申込を行うことで、既存の引込線を再利用すること
ができることとなっておりますが、この手続きの流れにつきましては、関係事業者間の協議にお
いて、スキーム実現までに要する期間、接続事業者・卸先事業者双方の費用負担等を考慮の上
で決定されたものと承知しています。
また、提案理由にあるMNPワンストップにつきましては、各社システム間のAPI連携やコスト効率
化の在り方等について関係事業者間で検討の結果、2023年５月から運用が開始されているもの
と承知しています。

なし その他

提案理由にあるワンストップ化をはじめとする光回線再利用スキームの運用の改善にあたって
は、まずは関係事業者間の協議の場等において、各社システム間の連携や対応に要する期
間、費用負担の在り方等について必要な検討を行っていただくことが適当と考えますが、総務省
においても、事業者からのご提案を踏まえて必要に応じて対応を検討しますので、担当の料金
サービス課まで情報提供いただければと考えております。

56 令和7年12月17日 令和8年1月21日
iDeCo の控除証明書を郵
送停止可能にすること

「電子データは 10 月下旬より順次配信
予定です。ハガキの払込証明書も従来
どおり 10 月下旬に発送いたします。」と
のことですが、控除証明書の郵送停止
を可能にすることが望ましいです。

電子申告する場合、捨てるだけのハガキが郵送されてくるのは、経費や作業時
間の無駄ですし、資源保護の観点からも好ましくないからです。

個人 厚生労働省

iDeCoの業務運営は厚生労働省年金局所管の民間法人である国民年金基金連合会が行ってい
るものです。
控除証明書を電子で取得する加入者も含め、全ての加入者へハガキの控除証明書を送付して
おります。

なし その他
ご指摘の点も含めて、国民年金基金連合会の効率的な運営のため引き続き、連携をしてまいり
ます。
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「南海トラフ地震臨時情報
（巨大地震警戒）」発表時
の自治体が定めた事前避
難対象地域の定期的な公
表

・「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震
警戒）」が発表された際に事前避難をす
る各自治体が定めた事前避難対象地
域を、内閣府ホームページ上にて定期
的に公表することをご検討いただきた
い。
・その開示情報には、事前避難対象地
域が学区等により設定される場合で
あっても、町丁目等の住所情報（郵便
番号を含む）を併記することをご検討い
ただきたい。

・「保険会社向けの総合的な監督指針」の「Ⅲ－１－７－２ 南海トラフ地震の事
前避難対象地域内外における金融上の諸措置」に、事前避難対象地域に対し
て金融上の措置を適時・的確に講ずることが定められている。
・この便宜措置の提供を適時・的確かつ公平に実施するため、保険会社は事前
避難対象地域を平時から適切に把握しておく必要がある。
・事前避難対象地域は、避難指示等を発令する単位（町丁目や学区等）を各自
治体が設定することを基本とするため、かつ今後も更新される見込※のため、保
険会社が該当地域を適時・網羅的に把握することは困難と考えられる。
・また、事業者による事前避難対象地域の確認や従業員等の安全確保につい
て、「南海トラフ地震臨時情報 防災対応ガイドライン」（内閣府（防災担当）、以
下「防災対応ガイドライン」）の第１２章第３節（１）（２）、第４節（４）等に記載があ
る。事業者が事前避難対象地域居住の従業員等を確認することは、従業員によ
る申し出等の方法によったとしても、上記同様、適時・網羅的な把握に懸念があ
る。
・定期的な公表により、保険会社が平時に事前避難対象地域を具体的かつ正
確に把握することを通じて、災害時における金融上の諸措置をより迅速、的確且
つ公平に実施することが可能となり、同時に従業員の安全確保への体制が強化
されることが期待できる。
※「南海トラフ地震事前避難対象地域に関するアンケート調査結果について」
（内閣府（防災担当）、令和７年９月１９日）、上記「防災ガイドライン」第８章第３
節（４）を参照。

一般社団法人
生命保険協会

内閣府

 地方公共団体は、国からの指示が発せられた場合において、地域住民等が後発地震が発生し
てからの避難では、津波の到達までに避難が間に合わないおそれがある地域として、市町村が
あらかじめ定めた地域（以下「事前避難対象地域」という。）並びに事前避難対象地域のうち全て
の地域住民等が後発地震の発生に備え１週間避難を継続すべき地域として、市町村があらかじ
め定めた地域（以下「住民事前避難対象地域」という。）及び事前避難対象地域のうち要配慮者
等に限り後発地震の発生に備え１週間避難を継続すべき地域（以下「高齢者等事前避難対象地
域」）を推進計画に明示するとともに、後発地震に備えて一定期間避難生活をする避難所、避難
経路、避難実施責任者等具体的な避難実施に係る津波等災害の特性に応じた避難計画につい
て、推進計画に明示するものとされております。

南海トラフ地震防災対
策推進基本計画

対応不可

事前避難対象地域を平時から適切に公表することは重要であるため、市町村があらかじめ定め
た地域を南海トラフ地震防災対策推進計画に明示し、住民等に対して備えに万全を期するよう
努める旨を周知するものとされております。内閣府において、今後も更新される見込がある時点
情報を公表することは、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）発表時の対応に混乱を生じさ
せる可能性があるため困難ですが、市町村において適時・網羅的に公表することを引き続き働
きかけてまいります。
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58 令和7年12月17日 令和8年1月21日 行政機関におけるNHKの
WEBサイト閲覧

行政機関の「go.jp」および「lg.jp」ドメイン
からの接続については受信契約の確認
を求めず閲覧可能とするもの。

10月1日の法改正でNHKのWEBサイト（トップページから下の階層）の閲覧には
受信契約情報の入力が必須となり、行政機関ではほとんどのパソコン(インター
ネット接続が可能な端末)で閲覧不可能となった。特に日常的に国民と接する窓
口業務がある自治体や税務署、年金事務所、およびハローワーク等の行政機
関では、NHKのニュース速報を見て問い合わせる国民が少なく無い事からその
真偽をいち早く確認する必要があるが、受信契約は本庁が取りまとめているた
めその情報入力が困難な状況となっている。

個人 総務省

令和６年の放送法改正により、NHKのインターネット配信業務が必須業務化され、インターネット
配信の受信を開始した者についてもNHKとの受信契約の締結義務の対象とされました。ただし、
テレビ等を設置することで現在受信契約を締結している場合は、改めて受信契約を締結すること
なくNHKのインターネット配信を受信可能です。
NHKのウェブサイトの閲覧には、事業所の場合は事業所コード・確認キーの入力が必要ですが、
事業所内で受信契約を締結している管理者などに確認することで、入力が可能です。管理者の
方に対しては、「「事業所コード・確認キー」を取得したら、事業所内で必要な方にお知らせくださ
い。」とNHKホームページ上で周知されています。
（参考：NHKホームページ　 NHK ONE インフォメーション→利用案内→事業（会社・法人など）で
ご利用の場合　https://www.nhk.or.jp/nhkone/how-to-use/article/B001-0001/）

放送法（昭和25年法
律第132号）第20条第
１項第３号から第５
号、第64条第１項、日
本放送協会受信規約
（令和７年10月１日）
第２条第２項

現行制度下
で対応可能

制度の現状欄に記載のとおりです。

59 令和7年12月17日 令和8年1月21日
グリーン購入法の効果測
定を公務職場横断で定期
的に実施

同法の意義である環境負荷低減への
貢献度合いを全省庁および自治体合同
で少なくても2～3年に1回は定期的に検
証して、その結果を公表し国民に法の
意義を広報する。また検証の結果負荷
低減につながっていないと確認された
物品については同法の対象から除外す
るなど定期的に対象品の加除を行う。

国および自治体の公務職場においてコビー用紙等の事務消耗品の購入はグ
リーン購入法の適合品を原則調達することとなっているが、物品によっては同法
の適用を受けていないほうが安価で公費負担も軽く済む場合もある。非適合品
のコビー用紙のほうが紙質や白色度合いが良いことから、幹部職員への稟議の
際は非適合品のコピー用紙を使用しなくてはならない省庁も存在していた(令和
2年度行政改革ホットライン「東京国税局におけるコビー用紙の統一について(行
政改革)」　https://www.regulatory-reform.go.jp/detail/25155　）
同法適合のコピー用紙は国公立病院の診断書や院外処方箋もその影響を受け
ており、現場の医師・看護師および患者から不評となっている。そのため同法適
合品でより白色度合いを実物を確認しながら選定する事務が発生しており、公
立病院の事務職員 (公務員)に余計な負担が生じている。さらに同法適合のコ
ピー用紙は複数社から製造・発売されているものの総じて湿気に弱い紙質であ
り、夏季の高温多湿且つ冷房運転が厳しく制限されている公務職場では、プリン
ターの紙詰まりや紙送り装置の故障が頻発するなど、修理や交換による支出が
財政を少なからず圧迫している。
また同法の適合品は作業服にも影響を与えており、ペットボトルから再生した繊
維を用いた素材で作られた作業服はストレッチ性が乏しく、技術職公務員や消
防士以外の現業職など日々の現場作業に向かない。災害時には事務職も作業
服で終日現場で対応を行うため、機動性のある服装が求められるが同法の縛り
により機動性が失われた服装で仕事をしている。

個人 環境省

グリーン購入法では年に一度基本方針の見直しを行い、変更閣議決定を行っております。
また年度に一度、国等の機関によるグリーン購入の環境負荷低減効果等について試算を行い
公表しています。

〇グリーン購入法（平成12年法律第100号）（抜粋）
（環境物品等の調達の基本方針）
第六条　国は、国及び独立行政法人等における環境物品等の調達を総合的かつ計画的に推進
するため、環境物品等の調達の推進に関する基本方針（以下「基本方針」という。）を定めなけれ
ばならない。

〇令和５年度国等の機関によるグリーン購入の実績及びその環境負荷低減効果等
https://www.env.go.jp/content/000223832.pdf

国等による環境物品
等の調達の推進等に
関する法律（グリーン
購入法）　第六条

対応

グリーン購入法は国等の公的機関が率先して環境物品等（環境負荷低減に資する製品・サービ
ス）の調達を推進するとともに、環境物品等に関する適切な情報提供を促進することにより、需
要の転換を図り、持続的発展が可能な社会の構築を推進することを目的としています。製品・
サービス毎の判断の基準等を定める基本方針については毎年度有識者を委員とする検討会を
開催し、適切に見直しを行っています。

また制度の現状に記載の通り、国等の機関のグリーン購入による環境負荷低減効果について
は毎年度試算を行っており、環境省Webサイト上で公表しています。次年度の検討内容への活
用については継続して検討して参ります。

引き続き関係省庁と連携の上、適切な見直しを実施して参ります。

60 令和8年1月22日 令和8年2月19日

15．民間サービスで利用
しやすい住所情報への見
直し（住民票の住所の表
記ルール統一、マイナン
バーカードの住所情報の
分割提供）

・マイナンバーカードを用いた本人確認
等の利便性を向上させるため、住民票
の住所の表記ルールを統一するととも
に、マイナンバーカードにより得られる
住所情報を分割提供する。

○マイナンバーカードの住所（署名用電子証明書内の住所情報等）は、住民票
に基づいている。住民票の住所は、各自治体のルールで記載されているため、
特に集合住宅の記載パターンなどの表記ゆれが以下のとおり存在している。
・部屋番号が枝番号に含まれており、集合住宅名は省略（1-101号）
・部屋番号が枝番号に含まれており、集合住宅名を方書として記載（1-101号XX
マンション）
・部屋番号を方書として記載、集合住宅名は省略（1号101号）
・集合住宅名と部屋番号を方書として記載（1号XXマンション101号室、1号XXマ
ンション（101））
○今後、マイナンバーカードを用いた本人確認が普及するものと考えられるが、
このような表記ゆれがあるため、マイナンバーカードの住所をそのまま銀行の顧
客データベース上の住所として利用することが困難。利用者にとっても、マイナ
ンバーカードの住所が銀行の顧客データベース上の住所と一致しないことで、
追加での本人確認書類の提示等が必要になる可能性もある。
○また、マイナンバーカードを用いて取得した住所情報は、都道府県や市区町
村等で区切りのない一繋ぎの文字列となっており、顧客データベースに登録し
にくい状況。
○住民票の住所の表記ルールを統一（集合住宅名の記載等）いただくとともに、
マイナンバーカードの住所情報を分割（都道府県、市区町村等で区切り）提供し
ていただければ、銀行および利用者にとって利便性が向上するため、総務省・
デジタル庁において検討いただきたい。

一般社団法人
全国地方銀行

協会

総務省
デジタル庁

【住民票の住所の表記ルールを統一】
住民票に記載する住所については、都道府県、郡、市、区及び町村の名称並びに市町村の町
又は字の区域の名称のほか、住居表示に関する法律（昭和37年法律第119号）に基づく住居表
示が実施された区域においては、街区符号及び住居番号を、その他の区域においては地番を
記載し、団地、アパート等の居住者について、上記の記載のみでは住所が明らかでない場合に
は、アパート名、居室の番号まで記載することとしています。

【マイナンバーカードにより得られる住所情報を分割提供】
マイナンバーカードの署名用電子証明書及び券面事項入力補助アプリケーションに記録される
住所は、法令上、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
（平成14年法律第153号）第７条第１項第３号及び行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等
に関する命令（平成26年総務省令第85号）第18条の規定により、住民票に記載されている事項
を記録するものとされています。
この際、住民票に記録されている住所情報が単一の文字列（区切りのない一繋ぎの文字列）と
なっていることから、マイナンバーカードの署名用電子証明書及び券面事項入力補助アプリケー
ションに記録する情報も単一の文字列となっています。

住民基本台帳法（昭
和42年法律第81号）
第７条第７号
住民基本台帳事務処
理要領領（昭和 42 年
自治振第 150 号等自
治省行政局長から各
都道府県知事あて通
知）
電子署名等に係る地
方公共団体情報シス
テム機構の認証業務
に関する法律（平成14
年法律第153号）第７
条第１項第３号
行政手続における特
定の個人を識別する
ための番号の利用等
に関する法律に規定
する個人番号、個人
番号カード、特定個人
情報の提供等に関す
る命令（平成26年総
務省令第85号）第18
条

対応不可

【住民票の住所の表記ルールを統一】
住民票に記載する住所の表記については、各市町村において実施する住居の表示に係る各法
令の規定等に基づき定められた住所を記載することとしており、住民票においてその表記ルー
ルを統一することは困難です。

【マイナンバーカードにより得られる住所情報を分割提供】
左記のように、住民票に記載されている住所情報が、集合住宅名も含めて単一の文字列（区切
りのない一繋ぎの文字列）となっている現状において、仮にご提案のように住所情報を分割提供
するならば、マイナンバーカード及び署名用電子証明書の発行段階において、住所情報を分割
する工程を追加的に行うことが必要となりますが、自治体における発行事務等の実務上の負荷
を考慮すると、その実現は困難です。

61 令和8年1月22日 令和8年2月19日

廃パソコン回収の二重法
制を統合し全国一律化を
図る件（小型家電リサイク
ル法・資源有効利用促進
法）

小型家電リサイクル法と資源有効利用
促進法に分断された廃パソコンの扱い
を一本化し、個人・法人・フリーランスを
問わない全国統一制度へ改めること。
拡大生産者責任を明確化し、料金は製
品価格に内包、自治体窓口・宅配回
収・販売店持込の共通ルートを標準化
する。データ消去証明（機器破壊・論理
消去）の仕様を国標準で定義し、回収
台帳を電子化して個体追跡する。独占
的な委託構造を避けるため認定事業者
を複数化し、公的ダッシュボードで回収
率・再資源化率・CO2削減量・消去証明
付与率等のKPIを都道府県別に公開す
る。経産省・環境省・総務省の責任分担
を一元化し、移行期間六ヶ月のロード
マップを定める。

現行は自治体ごとに「委託回収へ誘導」「粗大ごみ扱い」など運用が異なり、国
民にとって分かりにくく回収漏れ・不当放棄・個人情報漏洩を招きやすい。法人
は産業廃棄物扱いで再資源化ルートが狭く、個人用PCと事業用PCの線引きが
曖昧な実態（フリーランス増加）とも整合しない。廃PCには金・銀・銅・パラジウ
ム等の希少金属が含まれる都市鉱山であり、制度不統一は資源循環とGXの機
会損失である。焼却・埋立はCO2排出や有害物質漏出の外部コストを増大させ
る。制度統合により、回収率向上、違法放棄抑止、情報漏洩リスク低減、資源の
国内循環、広報・委託・監査の重複コスト削減が見込める。標準化と見える化で
公平・簡便・安全な処理を実現すべきである。

個人
経済産業省

環境省

○資源有効利用促進法（平成３年法律第48号）では、主として資源の有効利用の観点から、指
定再資源化製品としてパソコン（重量が１kg超のものに限る。）を指定し、その製造事業者・輸入
販売事業者に対して自主回収・再資源化を求めるところであり、主として、パソコンメーカー各社
が加盟する一般社団法人パソコン３R推進協会（https://www.pc3r.jp/）により、統一的な自主回
収・再資源化が実施されているところです。なお、指定の回収方法にて無償で回収しており、個
人情報の取扱いについては、ハードディスクの破壊などの情報漏洩を防止するための措置を行
い、再資源化が実施されている状況です。
○小型家電リサイクル法（平成24年法律第57号）では、廃棄物の適正な処理及び資源の有効利
用の観点から、小型家電リサイクル認定事業者として認定を受けた再資源化事業者により、パ
ソコンやスマートフォン等の有価性が高い品目は特に重要な回収対象として扱われています。ま
た、一般消費者から廃棄される一般廃棄物としても、自治体における小型家電リサイクルに係る
取組も進んでおり、令和６年度時点で、約90％の自治体（人口ベースで約95％）において実施さ
れている状況です。なお、小型家電リサイクル認定事業者においては、個人情報を記録する小
型家電を取り扱う場合、認定に係る基準として情報機器端末の個人情報管理を義務付けてお
り、当該基準への適合維持状況については、行政庁の定期的な立入検査において確認を実施
しているところです。

資源の有効な利用の
促進に関する法律及
び・使用済小型電子
機器等の再資源化の
促進に関する法律

対応不可

使用済パソコンについては、廃棄物処理法（昭和45年法律第137号）、資源有効利用促進法、小
型家電リサイクル法それぞれの趣旨・目的に基づく回収・再資源化が実施されている状況であ
り、使用済パソコンの取扱いを全国で一律化するような法制度は考えておりませんが、廃棄物処
理法を担当する地方公共団体との連携も図りつつ、引き続き社会全体として回収・再資源化の
取組を進めていくことが重要と考えております。
また、個人情報の取扱いについては、現状各法令において対応が実施されており、「データ消去
証明（機器破壊・論理消去）の仕様を国標準で定義し、回収台帳を電子化して個体追跡する」こ
との法制度化が必要な状況にあるとは考えておりませんが、小型家電リサイクル制度では今
後、小型家電リサイクル認定事業者の同意を得た上で、小型家電リサイクル認定事業者ごとの
個人情報の消去方法をホームページにて公表し、排出者に分かりやすい情報発信を行うことを
予定しているところです。
そのほか、小型家電リサイクル認定事業者数は61者（令和8年2月時点）であり、小型家電リサイ
クルの取組状況については環境省及び経済産業省のホームページで公表しており、上述の法
制度化とも同様ですが、廃パソコンのために「独占的な委託構造を避けるため認定事業者を複
数化し、公的ダッシュボードで回収率・再資源化率・CO2削減量・消去証明付与率等のKPIを都
道府県別に公開する。経産省・環境省・総務省の責任分担を一元化し、移行期間六ヶ月のロー
ドマップを定める。」といった措置が必要な状況にあるとは考えておりません。

62 令和8年1月22日 令和8年2月19日
厚生労働省検疫所で実施
する輸入食品検査につい
て

輸入食品の検査について、検査委託か
検疫所の検査施設で実施する場合と比
較検討し、どちらが費用対効果に優れ
ているのかを検討する。それにより輸入
食品検査の制度を効率的に運用し、民
間企業の参入促進を図ることができる

厚生労働省検疫所では輸入食品監視指導計画に基づきモニタリング検査を実
施している。モニタリング検査で収去した検査検体について、各地の検疫所検査
課、輸入食品検疫検査センターで検査を実施していると厚生労働省ホームペー
ジや各検疫所のホームページに記載がされている。
一方、東京検疫所で令和5年6月頃に「食品衛生法第28条第4項の規定に基づく
収去食品等の試験委託（畜水産食品の抗菌性物質検査104検査項目及び食品
中の食品添加物4検査項目）」という入札公告がホームページ上でされており、
類似した検査委託に関する入札公告は成田空港検疫所、名古屋検疫所、大阪
検疫所、神戸検疫所のホームページ上の調達情報に関するページで、類似の
入札公告がされていることが確認できる。令和6年、令和7年もほぼ同様に全国
の検疫所で、類似した入札公告が行われている。これらは各地の検疫所のホー
ムページにおいて、支出に関わるデータや公共調達の適正化に基づく情報の公
開で掲載されている。検査委託が費用対効果に優れるなら、輸入食品検査の依
頼を増加させるべきである。特に横浜、東京、成田空港など比較的近隣に存在
する検疫所は検査施設を所有するようであるが、どの検疫所でも検査委託の入
札公告を行なっているようである。これが何よりの検査委託の有用性を示す根
拠である。
国の機関に限らず地方自治体等を含めて、民間企業で実施が困難な業務、官
公庁のみが行える許認可や規制行政等、不可欠な分野に限られた人的資源、
予算を集中して投入すべきではないか。

個人 厚生労働省

食品衛生法（昭和22年法律第233号）第28条第４項の規定により、検査体制の充実を図る観点
から、食品衛生法第28条第１項の規定に基づき収去した食品等の試験に関する事務を、同法第
33条第１項の規定により厚生労働大臣の登録を受けた法人に委託できることとしており、検疫所
が行う輸入食品のモニタリング検査の試験事務の一部を登録検査機関に委託しています。

食品衛生法第28条第
４項

対応

検疫所では食品衛生法第28条第4項に基づき、不測の事態によって一時的に検査が集中する
場合など現状の検査体制では対応が困難になる場合や技術的に検査実施が困難な検査項目
の検査が必要になる場合を想定する等、費用対効果を踏まえながら、モニタリング検査の一部
について、登録検査機関への試験委託を実施しています。これにより、限られた人的・予算的資
源を行政固有業務へ重点的に配分しております。引き続き、検査体制の充実を図る観点から、
登録検査機関への試験委託を適切に実施していきます。
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63 令和8年1月22日 令和8年2月19日
国家公務員の手当の見直
し

国家公務員が異動により自家用車によ
る通勤を余儀なくされた場合、車両購入
が必要となることから手当を支給する。

　国家公務員の勤務地は全国に存在するところ、勤務地周辺に公共交通機関
が存在しない（勤務地から2km以内に駅や停留所が存在しない）ため、自家用車
による通勤しかできない勤務地が存在する。この勤務地に異動となった場合、自
家用車を持っていなかった場合は新たに購入する必要がある。自家用車の購入
費用は全額自己負担となるが、百万円を超える負担が発生する。また、この勤
務地から都市部へと再び異動になった際は、駐車場代が高額なため自家用車
を手放して異動することも珍しくない。したがって、２～３年の通勤のためだけの
自家用車の購入費用が職員の負担となっている。負担軽減のためにも手当を
支給するべきではないか。
（職員への異動の通達が遅く、車両の購入が異動日に間に合わず、一時的に他
の職員に送迎を命じている場合があるが、これも見直すべきである。）
　一方、国家公務員には地域手当が支給されている。地域手当は物価等を考慮
して都市部の勤務地に勤務していると支給される。家賃を除けば都市部と地方
にそこまで物価の差があるか疑問である。前述の通り、地方こそ地域手当を支
給する必要があるのではないか。

個人 人事院

自動車等を使用する者に対する手当としては通勤手当があり、１箇月を支給単位期間とし、自動
車等の使用距離の区分に応じて支給されます。
また、国家公務員の地域手当は、地域ごとの民間賃金水準の違いを国家公務員給与に適切に
反映させるための手当であるため、地域ごとの民間の賃金水準に基づき支給地域及び支給割
合が決定されます。

【諸手当について】
一般職の職員の給与
に関する法律（昭和25
年法律第95号）

対応不可

通勤に使用する自動車の購入に係る費用について、給与上措置することは一般的ではないと考
えられること等から、当該費用について手当を措置して支給することは適切ではないと考えてい
ます。なお、自動車等を使用する者の手当については通勤手当で措置しており、民間企業にお
ける自動車等を使用する者に対する通勤手当の支給状況を踏まえて支給しているところです。
また、地域手当については、その趣旨を踏まえると民間の賃金水準に基づき決定することが適
当です。なお、令和７年４月に最新の民間の賃金水準の状況を踏まえ見直しを行いました。

64 令和8年1月22日 令和8年2月19日
中小企業の補助・認定要
件に意見対応期限と情報
公開を義務化する件

中小企業向け補助金や認定制度にお
いて、申請から採択、実行、報告までの
期間が長期化し、実際の経営判断に間
に合わない事例が多発しています。現
行の制度運用を抜本的に見直し、電子
申請後の自動処理や即日審査を可能と
するシステムを導入し、補助金適正化
法および中小企業等経営強化法の運
用指針を改正していただきたいと考えま
す。申請者は進捗を即時に確認できる
ようにし、行政は申請内容を電子的に
統合管理できる環境を整備することを
求めます。

現行制度では審査や照会が複雑で、申請から採択まで数か月を要する例も少
なくありません。中小企業や個人事業者は限られた人員で事業を継続しており、
時間的損失が経営の停滞に直結します。この遅延構造を解消するため、補助金
適正化法に基づき電子審査の自動化と進捗開示を制度化し、申請処理を一元
化することが望まれます。また、中小企業等経営強化法および産業競争力強化
法に基づく認定手続にも、電子申請の即時承認を可能とする仕組みを追加する
ことが効果的です。行政側ではクラウド基盤による処理統合を進め、AI判定や電
子認証を導入することで、誤審査や重複確認を削減できます。これにより中小企
業は迅速に資金を循環させ、生産性向上や雇用維持に活用できるようになりま
す。さらに、このような仕組みが整えば、結果として行政手続に対する信頼が回
復し、国民が政策や省令への意見を寄せる機会が増加します。迅速で分かりや
すい制度運用は、国民の政治参加意識を高め、行政と市民の双方向の関係を
強化する効果を持ちます。単なる業務効率化に留まらず、政府と国民が相互に
学び合う仕組みへと進化させることが、持続可能な社会を支える基盤となると考
えます。

個人
経済産業省
デジタル庁

経済産業省では、中小企業等経営強化法（平成11年法律第18号）等で定める申請手続のうち、
申請先が都道府県又は市区町村かつ紙媒体でのみ申請受付を行っているものを除き、電子申
請システムによる申請受付が可能となっております。
また、当該システムによる電子申請が可能となっている申請手続については、事業者が申請
後、審査段階に応じて、不備通知や承認通知等が事業者に対して実施されます。
加えて、デジタル庁では、事業者向けの補助金申請システムであるJグランツを運用しており、補
助金適正化法（昭和30年法律第179号）で定められた手続をベースに、公募から交付、その後の
実績報告や支払いの手続まで、全てのプロセスを電子化しています。申請者はマイページより、
自身が申請した補助金の申請状況を確認することが可能であり、具体的には、下書き中、申請
済み、差し戻し対応中、棄却済み、通知済み、採択通知済み、不採択通知済みの７つのステー
タスにより状況を確認できます。
審査の方法については、補助金を所管している事務局がJグランツ上あるいはデータをダウン
ロードし、申請内容について審査を行い、審査結果をJグランツに登録しています。

補助金等に係る予算
の執行の適正化に関
する法律・補助金等に
係る予算の執行の適
正化に関する法律施
行令・中小企業支援
法・中小企業等経営
強化法

検討を予定

進捗開示につきましては、電子申請システム及びJグランツにおいて現状でも備わっております。
なお、申請の迅速化等に向けたAIの活用につきましては、段階的なアプローチが必要と認識して
おり、審査者の支援ツールとしての活用、ルール化可能な要件について１次判定の自動化、本
格的な自動審査、といった流れが考えられます。審査時間の短縮による申請者への素早い結果
通知及び審査者側の業務負荷軽減を図るためにも、AIの活用について、必要に応じ検討してま
いります。
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